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〈研究動 向〉

17〜 19世紀 ジ ャ ワ の 社会経済史研究

一
諸外国 の 研究動向を中心 に 一

宮 本 謙 介

は じめに

　17世紀 〜 19世紀の 初期植民地期 ジ ャ ワ の 社会経済史研究は， 1980年代か ら1990年代に か けて 注目す

べ き数多 くの 業績 を生 み 出 して い る。 小論で は，そ の 最先端の 研究の 中か ら， 特に 日本で ほ とん ど紹

介 されて い な い諸外 国の 研究動向を 中心 に ，植民地都市論， 域内海上交易 ＝ 港市論 ， 内陸部農村社会

論な ど に 関す る社会経済史 の 研究を取 り上 げ，そ の 論点整理 を試 み る。

　植民地都市バ タ ヴ ィ ア の 経済史 ・ 社会史 に 関する研 究で は ， そ の 多民族都市の 実態 ・機能 ・ 変容に

迫る研究 と して ， オ ラ ン ダ東 イ ン ド会社の ア ジ ア 域内交易 と植民地都市 の 建設に 果 た し た 中国人 の 役

割 に関す る ブ リ ュ ッ セ ，初期植民地社会に あ っ て 特異 な存在で あ っ た ユ ー
ラ シ ア ン を分析 したテ イ ラ

ー
，

植民地都市の 労働の 一翼 を担 っ た奴隷に 関す る ア ベ ヤ セ ケ レ な どの 研究 が注 目され
‘9’

。 植民地都市の

多民族性は，イ ン ドネ シ ア 民族問題の い わ ば 縮図で あ り ， そ の 歴史 的動態 を解明す る こ と は 今 日的観

点か らも焦眉の 課題 で あ る。 次の ジ ャ ワ の 域 内海上交易論 ＝ 港市論で は ， 植民地都市 バ タヴ ィ ア を拠

点 とす る オ ラ ン ダ の ア ジ ア 交易 ネ ッ トワ
ー

ク の 中で ，食糧 ・建設資材の 供給地 と して の ジ ャ ワ 北岸地

方に 注 目 した ナ ハ テ ハ ール とクナ
ー

プ の 研究が 興味深貿
。

い ずれ もオ ラ ン ダ東イ ン ド会社の 支配下に

包摂 され て い く ジ ャ ワ 北岸 の 有力港市 ＝ 地方社会に 関す る研究 で あ り， こ れ らの 研究 は同時に，内陸

王朝＝マ タ ラ ム 王国論の 再 検討 に と っ て も示唆 的で ある 。 3 つ 目の 内陸部農村社会に 関す る研究で は，

まず 17世紀 〜18世紀 の 義務供出時代 の 在地社会論が あ り，早期 に オ ラ ン ダ領 とな っ た チ ル ボ ン ・ プ 1丿

ア ン ガ ン地方の 義務供 出制度に 関す る ホ ー
ド リー

， オ ラ ン ダ と マ タ ラ ム 王 国の 確執 ， オ ラ ン ダ に よ る

義務供 出の 導入 を扱 っ た リ ッ ク レ フ ス の 研究が 貴重で あ ろ

（

ろ
）

。

一
方， 19世紀 の 強制栽培期 の 農村研究

注 （1 ） L．Bluss6，　Strange　company ’　Chinese　settler，　mests
’
zo　wemen 　and 　the　Dutch　in　I！OC 　Batavia，　 Foris

　　　 Publ　ication，1988；J．　G 　Tay1Qr，丁掩ρ soc ゴα’world 　o］f　Batavia’　Eu　ropean 　and 　Eurasian　in ∠）utch 　Asia，　The

　　　 UniVerSity　Of　WiSCOnSin　PreSS，1983；S．　AbeyaSekere ，
’SlaVeS　in　BataVia： inSightS　frOm　a　SlaVe

　　　 R ・gi・t・ ・

’
・i・ A ・Reid （・d・）・S ’ω 剛 δ・ndage ・nd ・d・pende・・卿 S・励 ・α・t・A 　sia　 St．　M 。，ti。

・
、　P ，ess ，

　 　 　 1983，

　 （2） L・N ・gt・gaal・・R伽 9 ごh・ D ・ 翻 鰍 伽 P 跏 跏 ご∫・伽 s　C・ゆ 砌 y ・ ・d 伽 。吻 。、伽 、t 。flav。

　　　 1680−1　743，Leiden ：KITLVPress ，1996；G ．　Knaap 、　Sha 〃oω waters ，　rising　tide，　shipping 　and 　trade　in／bva
　　　 around 　1775，　Leiden：KITLV 　Press，1996．

　 （3） M ・C・H 。ad1 ・y，　T ・ ω 磁 3 ・ feudal・m ・d・ ・fP・・du・ti・n．　We 、tl。。a，1680−1800，　N 。，di， 1。、tit。te 。r　A 、i。n

　　　 Studies，1994：M ．　C，　Ricklefs，　War ，　ctttture 　and 　ecconomy 　inノ伽 α ，1677」i726：／lsian　and 　EuroPean 　imPe ・

　　　 riatism　in　the　early 　Kartαsura 　period，　Asian　Studies　Associatjon　of　Australia，1993．
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図 1　 イ ン ドネ シ ア 海域 の 主 要港 市 （17世 紀 前半）
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プ
で は ， 1990年代の 最新 の 研究成果 と し て フ ァ ン ・ニ

ー
ル

，
エ ル ソ ン

，
フ ェ ル ナ ン ド，

バ ール デ ベ イ ク ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （4 ）

フ
ーベ ン などの 著作 を検討 して お きた い

。
い ず れ も19世紀 ジ ャ ワ の 歴史発展 の 主体的契機 と連続 性 に

着 目した研究群に 属 して い る 。 な お，19世紀 ジ ャ ワ の 経済史研究に つ い て は ，
1980年代 まで に 既 に 分

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （5）

厚 い 研究蓄積が あ り， 拙著の 研究史整理 （第 1章およ び補論）で 言及 した もの は重複を避 け る た め取

り上 げな い の で ，同書 を参照 して い た だ けれ ば幸 い で あ る （地名 に つ い て は 図 1，図 2 を適宜参照）。

1　 植民地都市 バ タヴ ィ ア の 社会経済史研究
　 　 　 　 　 　 　 　 　 （6 ）

　ブ リ ュ ッ セ の 論文集の 大部分は バ タ ヴ ィ ア 研究 に 当て られ て お り， そ こ で はオ ラ ン ダ東 イ ン ド会社

（Vereenigde 　Oost　Indische　Compagnie ， 以下 ，
　 V 　O　C と略記） の バ タ ヴ ィ ア 建設 に お い て現地 中

国人 の 組織 とそ の 商業 ネ ッ ト ワ
ーク の 果 た した役割に 注 目 して い る。 分析対 象は，主 に 17世 紀初 頭か

ら18世 紀半 ば まで で あ り， VOC 時代の バ タ ヴ ィ ア で あ る
。

こ の 研究は ， リ
ー

ド （Anthony 　Reid ）

が主導す る東南 ア ジ ア 「近世」 （early 　modern ）＝ 「交易の 時代 」論 （The 　age 　of　commerce ） の

延長線上に 位置づ け る こ とが で きる の で ，まず近年注 目 され て い る 「交易 の 時代」論 に つ い て ，簡単

注 　（4 ）　 R．van 　Niel，ノ召va　under 　the   Z扼刀α距oη system ．　Leiden：KITLV 　Press，1992；R ．　E．　Elson，　Vitlageノ碗 α

　　　 under 　the　cultivation 　system ，1830−1870，　Sydney ：Allen　 and 　Unwin ，1994；M ．　R ．　Fernando ，
‘Growth 　of

　　　 non −agricultura 且indigenous　economic 　activities 　in　Java，1820・1880
’
，　inJ．　T．　Lindblad （ed ．），Neω 　ch αt・

　　　 lenges　in　the　medem 　economic 　histoTy　of 　lndonesica　Leiden ：Programme 　of 　lndonesian　Studi爭s，1993 ；F．

　　　 van 　Baardewijk，
‘Rural　response 　to　intensifying　colonial 　exploitatiQn ： coffee ，　state 　and 　society 　in

　　　 central 　and 　east 　Java，1830−1880
’
，　i　n　G ，　J，　Schutte （ed ．），State　and 　trade　in　the ∬ndonesian 　archipelago ，

　　　 Leiden ：KITLV 　Press
，
1994；V．J．　H ．　Houben ，

」Private　estates 　in　Java　in　the　nineteenth 　century ：are −

　　　 appraisal
’
，　in　Lindblad （ed ，），New 　challenges 　in　the　modeTn 　economic 　histoT　y　of 　Jndonesia・

　　（5） 宮本謙介 『イ ン ド ネ シ ア 経 済史研究一植民地社会の成立 と構造
一
』 ミ ネル ヴ ァ 書 房 ，

1993年 。

　　（6） Blusse，　Strange　comPany ま た，バ タ ヴ ィ ア の 社会経済史 に っ い て は，宮本謙介 「植民地都市 パ タ ヴ ィ

　　　　ア の 社会 と経済」宮本謙介編 『ア ジ ア の 大都市 ［2 ］ ジ ャ カ ル タ』 日 本評論社，1999年，も参 照 。
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に 触れて お こ う。 、

　リー ド は，F ・ブ ロ
ー

デ ル の 社会史 の 方法

に強い影響を受 け，15世紀〜17世紀の 東南 ア

ジ ア を 「交易 の 時代」 と特徴づ け る 。 そ こ で

は ， 東南 ア ジ ア を多様性よ りも共 通性 に お い

て ， ま た外来的契機 よ りも内発的契機に 着 目

図 2　 ジ ャ ワ の 領地編成 （17世紀前半）

して 歴史像の 再構成を 試み る。 こ の 「交易の 時代」論 で は ， 「ウ エ ス タ ン ・ イ ン パ ク ト」 が 本格的 に

始まる数世紀前か ら， 東南 ア ジ ア の 海域交易がア ジ ア 市場圏 の 一
翼を担 い ，広範囲な 国際交易を展開

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （T ｝

して い た こ とが明 らか に され て い る 。

　東南ア ジ ア は，古 くか ら香辛料 （胡椒，ク ロ
ー

ブ，ナ ツ メ グな ど） の 供給地 と して ，東 ア ジ ア （中

国，朝鮮， 日本 ， 琉球）や 南西 ア ジ ア （イ ン ド， ペ ル シ ャ ， ア ラ ブ諸国） と の 広範 な貿易関係を形成

して い た と言われて い るが ， 15世紀に 入 っ て 中国 の 明朝の 対外膨張政策 （例え ば鄭和艦隊 に よ る 7回

の 遠征 ， 1405〜33年 ） は こ の ア ジ ア 間交易 を一層 活発化 させ た 。 以 降，東南 ア ジ ア の 主 な国家 ・ 港市

は明の 朝貢貿易 関係 へ の 編入を通 して ，進貢品 を獲得する た め の 朝貢国相互 の 交易の 活発化，朝貢に

付随 して 許可 され た私貿易 の 拡大 な ど ， 明の 海禁政策の 時代 もア ジ ア 間貿易 は発展 した 。

一
方 ， 16世

紀の ポ ル ト ガ ル は ，西 ア ジ ア ・イ ス ラ ム 商人の 対 ヨ
ー

ロ ッ
パ 香辛料 貿易の 独 占に 対抗 して ，先 ん じて

「東方航路」 の 開発 に 着手 した 。 16世紀の ポ ル トガ ル をは じめ とす る ヨ ーロ ッ パ 勢力 の ア ジ ア 進 出は ，

ア ジ ア 交易 ネ ッ ト ワ ーク へ の 積極的参入 と い う性格を も っ て い る。 やが て 17世紀 に は ポ ル トガ ル と激

しく争 っ たオ ラ ン ダが，モ ル ッ カ 諸島 ・マ カ ッ サ ル ・マ ラ ッ カ な ど を次 々 に 領有 して イ ン ド ネ シ ア 海

域の 覇権を制 した 。
オ ラ ン ダは，バ タ ヴ ィ ア （1619年 に 建設開始）を根拠地と し て ， 日本 （長崎），

台湾 （ゼ
ー

ラ ン デ ィ ア 城），中国南岸， マ レ
ニ 半島，イ ン ド （グ ジ ャ ラ ー ト）を結 ぶ ア ジ ア 間 の 多角

的貿易関係 を取 り結び ，
ヨ
ー

ロ
ッ

パ 市場向け商品を 獲得 した 。 VOC の 根拠地 バ タ ヴ ィ ア は，現地 人

（ス ン ダ人 ・ジ ャ ワ人）の 流入 を極力抑 え なが ら （マ タ ラ ム 王国 と の 対抗上 ，
ス パ イ潜入防止策）， 中

国人 ， イ ン ドの ポ ル ト ガ ル 系解放奴隷 （マ ル デ イ ヶ ル ），外島 （ジ ャ ワ 以 外の イ ン ド ネ シ ア 諸 島） の

諸民族な ど，移 住民 か らな る多民族社会 と して 出発 した 。 そ の 民族構成 は 時代 と と も に 変化す る が ，

中国人 は長 ら くそ の 中心的存在 で あ り続け た 。

　プ リ ュ ッ セ は ， こ の 植民地都市 バ タ ヴ ィ ア に お い て 中国人が 都市建設と国際交易に 果た した役割 に

注 目 し， 「バ タ ヴ ィ ア ； 中国人町」 と特徴づ け て い る が，要点 は 以下 の よ うで あ る。

注　（7 ）　A ．Reid ，　Southeast／Asia　in　the 　age 　of 　commerce ，1450−1680L　2　vols ．　Yale　University 　Press
， 1988／1993；

　　　 A ．Reid （ed ．），
　Southeast．Asia 　in　the　early 　mode7n 　era ：trade・　Powe 「　and 　betief　Co 「nell 　Unive 「sity 　P「ess ，

　　 　 1993．

　　　　 上記 の 前者上巻 の 訳書が最近刊行さ れ た 。 平野秀秋 ・田中優子訳 『大航海時代 の 東南 ア ジ ァ 1』 法 政

　　　 大学出版局・1997年 。 しか し，こ の 邦訳 は 固有名詞 や 基本的 な事実関係に 関 して 誤訳 が極め て 多 く，リー

　　　　ドの 研究成 果 が 日 本 の 読者 に 誤 っ て伝わ る こ と が 危惧 され る の で ・原書を参照 され た い 。 邦訳害を 本誌

　　　 第 64巻第 6 号 （1999年 3 月）で 霄評 し た鈴木恒之氏 は 邦訳害 を速や か に 絶版 （あ る い は改訳） に す る こ

　　　　と を提案 さ れ て い る が，筆者 も賛成で あ る 。
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　イ ン ドネ シ ア 海域 の 各地の 港市 （ト ゥ バ ン
， グ レ シ ッ ク， ジ ャ パ ラ ，

ス ラ バ ヤ な ど）で は ， 少な く

と も15世紀以 降 ， 東 ア ジ ア の 中国 ・日本 ・琉球 の 商人 や西 ア ジ ア の イ ス ラ ム 商人を相手に ，香辛料輸

出を武器 と して広範 な交易関係を展開 して い た 。 そ こ で は中国製の 銅貨が広 く流通 し， バ タ ヴ ィ ア の

前身で ある ス ン ダク ラ バ （古 くは パ ジ ャ ジ ャ ラ ン 王国の 港町 ， 16世紀 初頭 か らは バ ン テ ン 王国の領地）

で も， 広 東 ・福建 で 製 造 され た 鉛 ・銅 の 混 合貨幣 （picis）が 流通す る よ う に な っ て い た 。 西 ア ジ ァ

の イ ス ラ ム 商人に よ る香辛料貿 易 （対地 中海貿易）の 独 占に 対抗 して ， ヨ
ー ロ ッ

パ 勢力 も東南 ア ジ ァ

に 進出するが ， そ こ で の 商取引は既存の 交易 ネ ッ ト ワ ーク に強 く制約され た 。

　VOC に よ る バ タ ヴ ィ ア建設で は，現地中国人組織の 首長 （タ ウケ ； Towkey ，有力商人で もある）

と の 共生が特徴的で あ っ た 。 初 期の 公共事業で は，中国人首長を通 して 中国人 クー リ
ーが 大量 に動員

され た。 中国人 に 課 した人頭税 （月額1．5 レ ア ル ）が ， VOC 歳入 の 約半分 を 占め て い る 。 オ ラ ン ダ

は
， 中国人組織へ の 依存 の 見返 りに ，中国人首長 に様 々 な特権 を与え た 。 1630年代に は ， 貨幣鋳造，

塩生産 ， 砂糖生産 （バ タ ヴ ィ ア 周辺部 に 導入） な ど の 独占権を中国人首長 に 与えて い る 。 ま た，首長

に よ る微税請負 も普及 した。
オ ラ ン ダが制定 した 21種 の 税 の うち ， 賭博税 e 市場税 ・輸出入税な ど，

17種の 徴税 を中国人首長が請 け負 っ て い る （1644年）。

　バ タ ヴ ィ ア を拠点と した VOC の ア ジ ア 間貿易 で は， こ れ ま た 中国の ジ ャ ン ク貿易 （最盛期 1690〜

1740年）が もた らす中国商品の 安定的供給 に 強 く依存 して い た 。 ブ リ ュ ッ セ の 研究 で は， ジ ャ ン ク の

規模，来航頻度， 経営方法， モ ン ス ー ン を利用 した貿易の方法な どが詳 しく紹介されて い る。
バ タヴ ィ

ア で の 中国商人と の取引で は，輸 出品が胡椒 ・ク ロ ーブ 。 繊維 な ど ， 輸入品が 陶磁 器 ・絹 ・茶 ・ 亜 鉛

などで あ り， オ ラ ン ダ進 出以前 の ア ジ ア 間交易 の 特徴を基 本的 に 引 き継 い で い る 。

　と こ ろが， VOC と中国人交易網 の 相互依存は ， オ ラ ン ダの ア ジ ア 貿易に と っ て 致命的 と も言え る

欠 陥を内包す る こ とに もな っ た 。
バ タ ヴ ィ ア 建設 の 当初， VOC の 対中国貿易 の 純利益 は毎年 10万〜

50万 ギ ル ダ
ーに も達 した が，そ れだ けで はな く私的に 中国人 ジ ャ ン ク に 投資す る VOC 職員 も急増 し

（30〜50％ の 利息で 資金貸付），
ジ ャ ン ク貿易 は職員 の 腐敗 ・汚職の 温床 と もな っ た か らで あ る 。

　17世紀後半に な る と バ タヴ ィ ア 周辺部 の 開発 も本格化 し，周辺部で は 中国人に よ る砂糖生産が 発展

す る 。 こ の 砂糖生産で も， オ ラ ン ダは中国人労 働力 に全面的に依存 した 。 例え ば， 1710年 ごろ の 周辺

部 の 製糖工場 は 全部で 130で 経営者 は84人 ， そ の うち中国人79人 ，
オ ラ ン ダ人 4人 ，

ジ ャ ワ 人 1 人 と

い う内訳 に な っ て い る 。 やが て 砂糖の 供給過剰 （西 イ ン ド産砂糖 と の ヨ ー ロ
ッ

パ で の 競合） と中国人

労働者 の 過剰流入 に 対 し て ，オ ラ ン ダは そ の 調整 と管理 に乗 り出 した 。 失業 した 中国人労働者 の 社会

不安 ＝ 暴 動が 引 き金 に な っ て ，有名 な 1740年の 中国人虐殺事件が 勃発す る の で あ る 。

　 以上 の よ う な初期バ タ ヴ ィ ァ に お け る VOC と中国人社会 の 共生関係 に 着 目した ブ リュ ッ セ は ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （s ）

「バ タ ヴ ィ ア はオ ラ ン ダ に 保護 され た 中国人 町で あ っ た」 と特徴づ けて い る 。 植民地 都 市 の 開 発が ，

ア ジ ア 側 の 既存の 交易網や 社会編成に 強 く規定されて い た とい う視点 は 堅持 され て よ い
。 しか し，

1740年 の 中国人虐殺事件に よ っ て 「バ タヴ ィ ァ ＝中国人町」が 変質 した とすれば ， そ の 後の バ タ ヴ ィ

ア の 社会経済の 発展 の 内的 モ メ ン ト は ど こ に 求 め られ る べ き な の で あろ うか 。 リ
ー ドや ブ リ ュ ッ セ の

問題関心 か らすれ ば ，
ア ジ ア側 の 主体 的契機 を組 み込 ん だ 植民地都市の 連続性 を歴史像 と して ど う構
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築す る の か が，今後の 課 題 と な ろ う。

　 初期 バ タ ヴ ィ ア の 多民 族社 会の 中で は ，
ヨ
ー

ロ ッ
パ 人 （男性） と現地人 （女性） の 混血児 ＝ユ ーラ

シ ア ン も一
大勢力で あ っ た 。 テ イ ラ ーの 社会史的研

V£
）

は ， 初期植民地社会に独特の メ ス テ ィ
ーソ社会 ＝

文化 と，そ の 中で VOC の 上層部職員を輩出する よ うな有力 フ ァ ミ リ ーの 形成 ・ 崩壊に着目 して い る。

要点は，以下 の よ う で あ る 。

　
バ タ ヴ ィ ア の 権力は，総督 と東イ ン ド参議会 （1620年 に設立）の 掌中に あ っ た 。 VOC の 上級職員

は，バ タ ヴ ィ ア 建設当初の 数年 は本 国オ ラ ン ダか ら送 られ たが ，や がて は現地で 長期の 職歴 を持つ 者

の 中か らも， 総督を は じめ とす る上級職員が登用 され た 。 本国 の重役会 は ， これ を追認するだけで あ っ

た 。 ベ タヴ ィ ア に渡 っ た会社職員 の 大多数は ， 現地で ア ジ ア 系 の 女性 （主 に女奴隷）を現地妻と した 。

会社 は ， 奴隷市場 で 女奴隷をま とめ て 購入 し， 職員に 斡旋 した
。

オ ラ ン ダ人 と結婚 した奴隷 や混血 の

娘は 奴隷身分か ら解放され たが ，職員が ヨ ー ロ ッ
パ へ 連れ帰 る こ と は禁止 され た

。 本国へ の 旅行や移

住 を許され た の は ，認知 され た 息子だ けで あ っ た。 こ う して VOC 上級職員 と関係を もっ 混血児の 女

系家族が 徐 々 に形成され，相互 に密接 な フ ァ ミ リー ・ ネ ッ ト ワ
ー

クを広 げなが ら，さ ら に オ ラ ン ダ本

国か ら来る会社職 員を吸収す る 。 会社 の 上級職 員は ， こ の よ うな メ ス テ ィ
ー

ソ 文化 と融合 しなが ら，

役職の ヒ エ ラ ル キ
ー

を登 り，最終的 に は総督の 職を 目指す こ と に な る の で あ る。
こ の よ うな植民地社

会 の 上層に 位置す る メ ス テ ィ
ー

ソ ・フ ァ ミ リ
ーと して ， テ イ ラ ーの 研 究で は ， フ ァ ン ・ リーム ス デ イ

ク （van 　Riemsdijk ）家を は じめ多 くの 事例が 紹介され て い る
。

い ずれ も， 歴代 の 総督や上級職員 を

躍出し て い る有カー族 で あ る。

　VOC の 時代に 形成 され た メ ス テ ィ
ー

ソ 文化 は ， 会社が解散 （1799年） した後，19世紀 に入 る と急

速 に崩壊 す る 。 イ ギ リス 統治期 （1811〜16年）の イ ギ リス 人た ち は，メ ス テ ィ
ー

ソ化 した オ ラ ン ダ人

支配層 の サ ー
ク ル に 嫌悪感を示 し， ヨ

ー
ロ

ッ
パ 式の 生活 ス タイ ル を復活 させ た 。 総督代理 T ・S ・ラ ッ

フ ル ズ が 意図 した奴隷制の 廃止政策 も，混血 児社会 の 崩壊に 拍車 をか けた 。 奴隷が バ タ ヴ ィ ア 内部で

再生産 され ず ， 常に 外部 か らの 供給に依存 して い たため
， 奴隷輸入の 禁止 は急速 に奴隷の 数 を減少さ

せ た 。

　オ ラ ン ダ の 権力が復活 した 1816年以降 ， 着任す る植民地行政官た ちは，会社時代の メ ス テ ィ
ー

ソ文

化 を攻撃 し， 本国か ら女性 を同伴 する と と も に ，オ ラ ン ダ の 文化 と生活習慣 を移植 しよ うと した 。 本

国植民省 が総督 や上級官僚を任命 する体制が 整 い ，植民地官吏 は本 国生 まれ で 本国 の 教育 を受 け た者

に 限 られ るよ う に な っ た 。 こ うして 19世紀後半以降， 混血児 の 文化 は よ り下層 の 社会経済階層 へ と移

注　（8）　ブ リ ュ ッ セ の 研究 で は ， 本文 で 紹介 した著書の他 に ジ ャ ン ク 貿易 の 中国側史料を紹介 した 論文 もあ る。

　　　 L．Bluss6，
‘The　vicissitudes 　of　maritime 　trade ：letters　from　the　ocean 　hang 　merchant ，　Li　Kunhe ，　to

　　　 the　Dutch　authorities 　in　Batavia （1803−09）
’
．　in　A ．　Reid （ed ．），　Sqjoumers　and 　settters： んゴs ‘o 厚θ∫ of

　　　 Southeast　Asia　and 　the　Chinese，　Asian　Studies　Association　of　Australia，　1996．当該期の 貿易史が 圧倒

　　　 的 に オ ラ ン ダ 側史料 に 依拠 して い る の に対 して ， こ の論文は 数少な い 中国側史料を 発 掘 し， 19世紀 初頭

　　　
の ア モ イ の ジ ャ ン ク所有者が バ タ ヴ ィ ア の総督 に 宛て た私信を分析 して い る 。 当時 の バ タ ヴ ィ ア 向 け の

　　　 ジ ャ ン ク の航行事情 などが 生 々 し く紹介さ れ て お り興味深 い 。

　 （9）　Taylor，　The　social 　wortd 　Of　Batavia ．
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動 し， 大衆文化 と の 融合を
一

層深め る こ とに な る と い う 。

　テ イ ラ
ーの 研 究は ， VOC 時代の バ タ ヴ ィ ア 上層社会に メ ス を入れ た最初 の 研究と して貴重で あ り，

植民地 の 奴隷制 と民族差別か ら生 まれ た メ ス テ ィ
ー

ソ 社会 とオ ラ ン ダ人 VOC エ リ
ー トの 相克が興味

深 い 。 しか し，私見 で は，会社の 上層職員 に と っ て 現地有力 フ ァ ミ リ
ーとの 接触 は在職期間に限定 さ

れ る場合が 多 く，
メ ス テ ィ

ーソ を 混血児 と オ ラ ン ダ人 エ リー ト が融合 した持 続的な社 会勢 力 とみ な す

こ とが で きる の か， なお 検討の 余地が ある よ うに 思われ る 。

　VOC の バ タ ヴ ィ ア 建設で は ， 中国人ク
ー

リ
ーと と もに 奴隷労働に も大 き く依 存 して い た 。 初期 バ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （1o｝

タ ヴ ィ ア の 特異な奴隷制に つ い て は， ア ベ ヤ セ ケ レ の論文が奴隷の 実 態 に迫 る本格的研究 と して貴重

で あ る。 同論文 は，対象 とす る時期が史料の 制約 か ら19世紀初頭 に 限 られ て い る の で ，ま ず18世紀 ま

で の バ タ ヴ ィ ア 奴隷の 特徴 を簡単 に 補足 して お く。

　バ タ ヴ ィ ア の 奴隷 は ， 極 く初期 はイ ン ド ・ビ ル マ （コ ロ マ ン デ ル ・ マ ラ バ ル ・ ベ ン ガ ル ・ア ラ カ ン

な ど）か ら流入 した が ， や が て イ ン ド ネ シ ア諸島の 外島 （ス ラ ウ ェ シ ，
バ リ， 小 ス ン ダ） か らの 供給

が主流 とな っ た。
オ ラ ン ダの 奴隷政策 は ， 多地域 より供 給す る こ と を原則 と して お り， こ れ は 民族分

断政策 と同様 に
， 特定地域出身の 同一民族 の 奴隷が 結束 して 反乱 を起 こす こ とを防止 す るた め で あ っ

た 。
バ タヴ ィ ア 建設 時，奴隷 は主 に集団的労 働 に 使役 され て い た 。 1665年 ， VOC が所有 す る奴隷は

1
，
500人 に の ぼ っ た 。 中国人所有 の 奴隷 は ， 砂糖製造 ，

ア ラ ッ ク （地酒）製造 ， 私領 地 で の 農業労働

に も動員 され て い る 。 しか し，そ の 後，中国人 ク ー リ
ー

の 流入 や ，
ジ ャ ワ の オ ラ ン ダ支配 地域か らの

賦役労働 の 徴 発な ど に よ っ て ， 奴 隷の 集団労働は 減少 し，奴隷の 多 くは家内奴 隷 へ と変質 した 。 18世

紀以 降， 奴隷 の 主力 は ヨ ー ロ ッ
’xe人や 中国人 の 有力者宅 で家事雑業 に従事 す る家内奴隷で あ っ た 。

バ

タ ヴ ィ ア 奴隷の 特徴 は ，

バ タヴ ィ ア 内部 で奴隷が ほ とん ど再生産 されず， 常に 外部か ら の 調達 に依存

した こ と で あ ろ う。 こ れ は ， 主人 と女奴隷の 子供 が 自由民 と され た こ と ， ま た主人 の 子供 を産 ん だ女

奴隷 も奴隷身分か ら解放 され た こ とな ど に よ る。

　ア ベ ヤ セ ケ レ 論文に よ れ ば ， デ
ー

タ の 制約 か ら奴隷の 民 族別構成 の 時系列変化な どは分 か らな い も

の の ，1816年 の バ タヴ ィ ア （およ び周辺地域を含む）の 奴隷は 1万 2585人で ，そ の 供給地 の 内訳 は，

ス ラ ウ ェ シ 43％ （主 に ブギ ス と マ カ ッ サ ル ），バ リ19％，小 ス ン ダ 13％ とな っ て い る 。 戦争 捕 虜， 海

賊行為に よ る略奪，囚人 ， 債務 不履行 な どが ， 奴隷 身分発 生の 主 な原因で あ っ た 。 供給元の 首長層に

と っ て ， 奴隷売買 は 重要 な収入 源で あ っ た と言 う 。 男女別 で は ，男性 が 54％，女性 31％ （残 りは性別

不 明） で あ るが，奴隷 の 価格 で は 女性 が 男性の 2〜 5 倍で ， 女性 の 方が は るか に 高 価で あ っ た 。 こ れ

は ，前述の よ うに オ ラ ン ダ人や 中国人 の 特権層が女性 の 奴隷を妾 （ニ ャ イ　〔Nyai 〕 と言 う） と して

購入す るた めで あ る 。 奴隷所有者の 内訳で は，奴隷 を所有する ヨ ー ロ ッ
パ 人 は全 ヨ

ー
ロ

ッ
パ 人の 27％，

中国人 は 3 ％ とな る 。 大量 の 奴隷 を所有して い た例 と して は ， あ る東イ ン ド参議員 の 167人 ， 当時の

中国人首長の 37人な どが 得 られ る 。

　 バ タ ヴ ィ ア 奴隷制の 急速 な 衰退 は ， 19世紀 の 初頭 ， ラ ッ フ ル ズ の 統治期 （イ ギ リス 支配期） に そ の

注　　（10）　Abeyasekere，
‘
Slaves　in　Batavia

’
．
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自由主 義理 念に 基 づ い て 奴隷貿易が禁止 され た た め で あ る 。 外部か らの 供給 に よ っ て 維持され て きた

奴隷制 度ゆえに ， 奴隷貿易の 禁止で そ の 数は急速 に減少 した 。 1828年の 6，
170人 が， 1844年 に は 1，365

人に まで 減少 して い る。 1859年に は ， オ ラ ン ダ植民地政庁 も奴隷貿易の 廃止を布告 して い る 。

　 ア ベ ヤ セ ケ レ の 研究は，時期 を限定 して 奴隷の 実態を解明 して い るが，今後の 課題 はや は りバ タ ヴ ィ

ア奴隷制 の 歴史的変容で あ ろ う。 初期の 集団的 な労働奴隷 か ら支配層 （ヨ ーロ ッ
パ 人，中国人）個人

が所有する家内奴隷 へ の 変質，外部か らの 供給に 依存 した 奴隷調達，宗教 問題 と絡ん だ奴隷解放の あ

り方 などが課題 とな ろ う。 なお，本研 究の もうひ とっ の 貢献を筆者の 問題関心 に 引 き付け て言 う と ，

19世紀 の 解放奴隷が 当時の バ タ ヴ ィ ア 人 （オ ラ ン ・ブ タ ウ ィ ）形成 の 一
要因で あ り，

バ タ ヴ ィ ア の 民

族構成を大 き く変 え る契機 とな っ た こ とを示唆 して い る点で あ る 。 私見 に よれ ば，解放奴隷は家事使

用人や農業労働者 ・行 商人 な どに変質 し， 現地諸民族 と融合 しなが らバ タ ヴ ィ ア 人 として 社会階層の

底辺を形成 して い くもの と思 われ る （20世紀初頭に は ，

バ タ ヴ ィ ア 人が バ タヴ ィ ア 民族構成の 多数派

と な る）。

　以上 で み た ブ リ ュ ッ セ
， テ イ ラ

ー， ア ベ ヤ セ ケ レ の 研究で は ， 初期の 植民地都市 バ タ ヴ ィ ア に ，ブ

リ ュ ッ セ は 中国人 町と して ， テ イ ラ
ー

は メ ス テ ィ
ー

ソ 社 会 の 側面か ら， また ア ベ ヤ セ ケ レ は特異な奴

隷制度か ら切 り込 ん で お り，い ずれ も初期植民地都市に 固有の 特 質を検出 しよ うと して い

（

ど。
こ の よ

うな植民地都市の 特徴が ， 19世紀後半以降の 近代植民地都市に ど う受 け継が れ て い くの か ， あ る い は

ど う変質 して い くの か，都市 史研 究の 一
層の 深化が 期待 され る と こ ろ で あ る 。

2　 ジ ャ ワ北岸地方の 覇権 と海上 交易

　 ジ ャ ワ 北岸地方 は ， 「ウ エ ス タ ン ・ イ ン パ ク ト」が本格化す る以前か ら域内海上交易 の 中継点 と し

て発展 して お り， ト ゥ
バ ン ・ グ レ シ ッ ク ・ジ ャ パ ラ ・ス ラ バ ヤ な ど の 港市は，15世紀 の 中国文献 に も

度 々 登場す る （例え ば馬歓 『瀛涯勝覧』）。 17世紀〜18世紀の イ ン ドネ シ ア 海域で は， オ ラ ン ダに よ

る香辛料の 独 占が 進展す る と ともに ， ア ジ ア 間交易の 根拠地と して の バ タ ヴ ィ ア が建設 され ， オ ラ ン

ダに よ る海域 の 覇権が 確立す る過程で ジ ャ ワ 北岸地 方の 役割 も変化 す る。

　ナ ハ テ ハ
ー

ル は ，
ジ ャ ワ 北岸地方 の 社会編成，当地をめ ぐる マ タ ラ ム 王 国 とVOC の 確執 ， さ ら に

北岸港市 ＝地方社会が バ タ ヴ ィ ア へ の 食糧 ・建設資材の 供給 地 と して 17世紀〜18世紀前半 に 初期植民
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （12）

地経営 に 統合 されて い く過 程を 分析 し て い る
。

ナ ハ テ ハ ー
ル に よ れ ば ， こ れ まで の 研 究の よ うな

VOC 史料 に よ る ヨ ー ロ ッ
パ 側 か らの イ ン パ ク トの 検証 や年代記 中心 の 現地国家認 識で は， ヨ

ー
ロ ッ

注　（11）　初期バ タ ヴ ィ ア の 日本人 に つ い て は，岩生成一氏 の
一

次 史料に 基 づ く研究が 貴重 で あ る 。 岩生 成
一

　　　 『続南洋 日 本町 の 研究
一
南洋島嶼地域分散 日本人移民 の 生 活 と活動

一
』岩波書店 ， 1987年 。 氏に よ れ ば ，

　　　 1621年 に 江戸幕府が 日本人の 輸送禁止令 を発布す る まで，1613〜1620年に325人の 日本人が バ タ ヴ ィ ア に

　　　 渡 っ て い る 。 オ ラ ン ダ東 イ ン ド会社の 兵士 ， 水夫，職人，あ る い は 自由市民と して 在住 して お り，1620
　　　 年の バ タ ヴ ィ ア 在 住東 イ ン ド会社使用人名簿 に よ れ ば，全使用人873人 の う ち，日本 人 は 71人 で あ っ た 。

　　　 こ の 他 に ，岩生氏 の 研究 で は，バ タ ヴ ィ ァ 在住 日 本人 の 婚姻関係，日本人甲必丹，職 業，居 住地，金 銭

　　　 貸借関係，奴隷取 引，犯罪記録 ， 日本との 音信 ， 遺言状な どの 実態 が解明 され て い る 。 た だ し，初期 バ

　　　 タ ヴ ィ ア の 日本人 は ， 少数派民族の一部に過 ぎ ず ， そ の 役割を 過大 に 評 価 し な い よ う留意 す べ きで あ ろ

　　 　 うQ
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パ 人 の ス テ レ オ タイ プ の ア ジ ア認識 （「オ リエ ン タ リズ ム 」） は克服で きず ，

一
次史料の 現地 （在地）

サ イ ドか らの 再検討が必要で あ る と言う。
そ の 要点は ， 以下 の よ うで あ る。

　17世紀の マ タラ ム 王国 は，中央の 王権に権力が集中す るよ うな絶対主義的専制国家で は なか っ た。

強固 な官僚機構 e 組 織的軍事力を持た ず，
そ の 統治 は 政治権力を握 づ た人間 の 相互 関係 に 依存す る側

面 が 強 く， 「ネ ッ トワ
ー

ク国家」 とで も言 うべ きもの で あ っ た 。 個人 の 指導力 に 強 く依 存 して お り ，

兵力 ・労働力 ・ 経済力が長 期的に 組織され る こ と はな か っ た の で あ る 。 官僚 国家の よ う に 法 と秩序を

重視 しな い の で ， 絶 え 間 な い権 力闘争 で 政情 は常 に不安定で あ っ た 。 武器製 造 （大砲，マ ス ケ ッ ト銃

火縄銃 な ど）の 技術水準 は 高 くVOC に も劣 らな い が ， 常備軍 は弱体 で あ り， 戦時に は農民の 兵 役に

依存 した 。 軍事的訓 練が欠 け て い る た め
， 軍 隊の 組織力で VOC に 比 べ て 劣勢 で あ っ た 。 例 え ば ，

1678年の トル ナ ジ ャ ヤ軍 と VOC 軍の 戦闘で は ， トル ナ ジ ャ ヤ軍 1 万4000に 対 して ，　 VOC 軍は千数

百 （ヨ ー ロ ッ
パ 人兵士 566人 ， 残 りは現地人傭兵） に 過 ぎなか っ た が ， 最終的 に は VOC が 「トル ナ

ジ ャ ヤ の 反乱」 を制圧 した 。
パ シ シ

ー
ル （Pasisir）と呼ばれ る東 北 海岸地方 は ， 1680年 まで は マ タ

ラ ム 領土の 一部で あ っ た が ， 在地首長層 ＝ ブ パ テ ィ （bupati） の 自立 的権能が 強 く， 首長層 の 権力

闘争 の 場で もあ っ た 。 時期に よ っ て 異な るが ， 当該地方はおよ そ 18〜20ほ ど の ブパ テ ィ 領か ら構成 さ

れて い た 。 1680年まで は ，
マ タ ラ ム 王 （ス ス フ ナ ン ）が 課す主な公租公課は ， 貿易税 （当該地方が貿

易 へ の 依存度が 高か っ た こ とを示す） と マ ホ メ ッ ト聖誕祭 （Garebeg　Mulud ） お よ び 断食明け 大祭

（Garebeg　Puwasa ）の マ タ ラ ム 宮廷伺候の み で あ っ た 。

　「トル ナ ジ ャ ヤ の 反乱」を契機 とす る VOC の 介入に よ っ て ，1677年 の 条約 で マ タ ラ ム は戦費の 償

還 と して VOC へ 25万 レ ア ル の 支払い を義務づ け られた が， マ タ ラ ム 王 は VOC の 軍事援助 に よ っ て

む しろ権力を集中 し， 在地首長に対 して は そ の 支配力 を強化 した 。

一
方 ，

VOC は マ タ ラ ム を従属化

して ，行政費 を 負担 す る こ とな く経済的収益 を得 る こ とを 目論 ん だ 。 1680年以 降 ，
マ タ ラ ム 王 は東北

海岸地方の ブパ テ ィ 領に 新規 貨幣税 （VOC へ の 負債償還 の た め ）を賦課 し， 1703年の 第一次王 位継

承戦争以降は東北海岸領に も義務供出制度が導入 された 。 同時に マ タ ラ ム 王 は ， 東北海岸地 方へ の 支

配権 を強化 し， 1705年以降，港市 の 徴税 請負 （シ ャ
バ ン ダ ル ）を王が任免 （そ れ まで はブ パ テ ィ の 権

限）す るよ うに な っ て い る 。

　 VOC は ， ア ジ ア 域内交易 の 要所 と して ， こ の ジ ャ ワ 北岸地方を 重視 した。 1680年 ご ろか ら主 要港

市 （ト ウ ガ ル ， ス マ ラ ン
，

ジ ャ
パ ラ

，
レ ン バ ン

，
ス ラ バ ヤ な ど） に 商業 基地を 建設 して い る 。 ほ ぼ同

時期 に バ タ ヴ ィ ア 経 由で 中国人 （福建系）が大量移住 し （1684年中国の 海禁解除 も影 響 ）， 港市の 様

相が 大 きく変 わ り つ つ あ っ た 。 徴 税請 負 な ど を通 し て 中国 人 首長 の 経 済力 が 拡 大 した の で あ る 。

VOC が 中国人首長の 任命権を握 っ て お り，
マ タ ラ ム 国家の 歳入 も徴税請負 に 依存する こ と に な っ た。

　 ジ ャ ワ 北岸の 有力港市 は ，バ ン テ ン ・ マ カ ッ サ ル ・ パ レ ン バ ン ・ マ ラ ッ カ な ど と の 交易関係 を取 り

結ぶ 要所 で あ っ た 。 17世紀 ， 主 な輸 出品は米 。砂糖 ・木材 ・魚 ・椰子油 。バ テ ィ ッ ク （18世紀 に は タ

バ コ ）， 輸 入品 はバ タ ヴ ィ ア か ら阿片 ・ イ ン ド綿布 ・ 銅 ・ 鉄 ・ 陶器な ど ，
マ カ ッ サ ル か ら ワ ッ ク ス ・

注　（12）　Nagtegaal．　Riding　the　Du 　tch　tigen

70　（690）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Socio-Economic History Society

NII-Electronic Library Service

The 　Soolo −Eoonomlo 　Hlstory 　Soolety

綿 ・ビ ン ロ ウ ジ ュ ， ス マ ト ラ の マ レ
ー
人か らは ビ ン ロ ウ ジ ュ

・マ
ッ ト e 籐編み な ど で あ り， こ れ らを

相互 に交換す る多角的交易関係が 形成 されて い た 。 1680年以前か らVOC もこ の 交易関係に 参入 し，

バ タ ヴ ィ ア で要 す る米 ・ 木材の調達 ， イ ン ド繊維 ・阿片 の 販売に従事 した が，まだ北岸交易 の 主役で

はな か っ た 。 1682年の バ ン テ ン 王国の 征服 を起点 と して ， VOC は バ ン テ ン に 代わ っ て 北岸交易 の 制

覇 に 本格的 に 乗 り出 した 。 オ ラ ン ダは こ の こ ろか ら形成され て きた 中国人 の 小売業 ネ ッ ト ワ
ー

クを積

極的に 利用 しつ つ
， 海賊取 り締 ま りを 口 実に パ ス 制 を導入 して交易帆船を制限 した 。

　 こ う して 18世紀に入る と，東北海岸地方の 輸出の 過半をオ ラ ン ダ が コ ン ト ロ ー
ル するように な っ た 。

輸出品の 3 分の 2 は バ タ ヴ ィ ア 向け とな る 。 最 重要 品の 米は ， 義務供出だ けで は不足 し，中国人商人

か ら も購入 して い る 。 1680〜1740年，他 の 島嶼間貿易 は 縮小 し，現地人 の私貿易 も急減 した 。
こ れ は ，

多様 な商品を供給 して きた港市の 交易関係 が， VOC の 需要す る特定産品 に特化 した こ とを意味 して

お り，地場産業の衰退 も顕著で あ っ たと い う 。

一
方， VOC が ジ ャ ワ 北岸地方か ら調達 した輸出向け

産品 と して は，中国人が生 産管理 す る砂糖が重要 とな っ た 。
ジ ャ パ ラ ・ク ドス

・パ テ ィ
・ジ ュ ワ ナ な

どが砂糖生産の 中心地で ある。 1719年に は33の 製糖工場が操業 して お り ，

一
工 場で 40〜80人の ジ ャ ワ

人労働者を使役 して い る 。 中国人経営者が農民か ら甘蔗を 前貸 しで 購入 し，都市周辺の 村 々 か ら労働

力を調達す る の で あ る。
こ う した新興 の 企業経営や貿易に は ， VOC 職員や 中国人有力者ば か りで な

く，現地人の 首長層 ・有力者 （プ リア イ ） も多額の 投資を 行 っ て お り，ナ ハ テ ハ ール は こ れ を 厂政治

的企業家」 （political　entrepreneur ） と して ，そ の 旺盛 な企業家精神に 注目 して い る。

　1741〜43年の 「中国人反乱」 は，バ タ ヴ ィ ア の 中国人虐殺事件 に 端 を発す る中国人貧困層 の オ ラ ン

ダに 対す る武装 蜂起 で あ っ たが ， 反乱の 広 が りとともに多数の ジ ャ ワ 人民衆 もこ れ に 参加 して， マ タ

ラ ム 王 と現地人首長層 に 対す る 反乱と い う性格に 変化 して い っ た と言 う。

　以上 の ナ ハ テ ハ ー
ル の 所説は，次の 3点 の 結論 に集約され る 。 第 1に ， VOC 経済が エ ス ニ ッ クを

越 えて 現地社会の 格差を拡大 した こ と で あ り， 1741年の 中国人反舌LもVOC が 持ち込ん だ格差が 主要

因 で あ っ た
。 第 2 に ， VOC は当該期に 東北海岸地方を主 に食糧 ・ 建設資材の供給地と して

，

バ タ ヴ ィ

ア 経済 に 統合 した こ と で あ る。 第 3 に ， VOC は ジ ャ ワ 北岸社会 に 中国人 ネ ッ トワ
ー

クを定着化 させ

た こ と で ある 。 そ の 結 果 と して ジ ャ ワ 北岸地方 に 対す る VOC 支配は ， 19世紀に 全面 展開す る オ ラ ン

ダ植民地支配の 原型を形作 る こ とに な っ た と言 う。

　私見に よれ ば， 1680〜 1743年に VOC が東北海岸地方を従属的に 再編 した と い う指摘は ， ほ ぼ妥当

な結論 と言 っ て よ い よ うに 思 われ る 。 た だ し， ナ ハ テ ハ ー
ル の 所説で は， マ タ ラ ム の 社会構成論 の な

か で 東北海岸領 と内領 ・ 外領 の 社会編成の 区別が曖昧で あ り，東北海岸領の 特徴が あた か もマ タ ラ ム

社 会一般 に妥当す るか の よ う に 読み とれ る箇所が 少 な くない 。
マ タ ラ ム 王 国時代の ジ ャ ワ在地社会の

構造 は，地方首長に 領土 が安堵 され た 東北海岸領や外領と ， 王族 ・高官 の 封土と な っ た内領で は，社

会編成 も大 き く異 な る と思われ る。 地方史 に っ い て の よ り厳密な性挌理解が ， マ タ ラ ム 王国論の 観点
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （13）

か ら も必要で あ る と言 え よ う。

　
一

方 ， ク ナ ープ の テ
ーマ は ， 1770年代の ジ ャ ワ 北岸地方に おけ る船舶 と貿易の 実証的な動 態分 析で

　 c14）

あ る 。 ク ナ
ー

プ に よ れ ば， ジ ャ ワ 現地側の 利用可能な史料 は，こ の 時期の 港務官 （Syahbandar）デ
ー
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タ で ある と言 う。 前述 の ナ ハ テ ハ
ー

ル と重な る論点 も少な くな い が
， 主 に 中国人反乱以降を扱 っ て お

り，分析対象 とす る時期 が相違 す る 。

　まず帆船の 実態把握 で は ， 18世紀 に ジ ャ ワ海を航行 した 帆船 （47種）の 詳細 な分類が な さ れ，例 え

ば最 もポ ピ ュ ラ
ー

な現地 人所有 の ジ ャ ワ 船 マ ヤ ン （Mayang ） は全長 9 メ ー ト ル ，平均乗組員 6人 ，

また 中国 の ジ ャ ン ク （Wankang ） は 標準的規模 で 乗組員約 80人 ， 商人 ・移民 な どを 含 め る と総乗員

が 約250人に 達 した と い う。 帆船の 規模に よ っ て 装備 した 武器の 種類や機能の 相違 も示 され て い る 。

また ジ ャ ワ北岸 の 主要 15港 の デ
ー一

タ に 基づ い て ，帆船運航数，積載量 な どが 検討され ， 北岸地方の 交

易拠点は 17世紀 の ジ ャ
パ ラ か ら18世紀に は ス マ ラ ン に移動 して い る と い う。

VOC は
， 現地人 の 私貿

易を登録制 ＝ パ ス 制 に よ っ て 管理 した が，オ ラ ン ダ船以外 の ヨ ーロ ッ
パ 船 （バ タ ヴ ィ ア の み寄港可）

で は イ ン ドを基地とす るイ ギ リス の 「カ ン トリ
ー ・ト レ

ーダー
」が 中心 的存在で あ っ た。

こ の 他， モ

ン ス
ー

ン を利用 した帆船技術 航行 ル
ー ト ご と に 要 す る 日数 な ど も明 らか に され て い る 。

　当時 の ジ ャ ワ北岸 の 域 内海上交易 で 注目 した い の は ， 現地人や 中国人の帆船交易の 実態 で あ る。 私

貿易船の 船主 の 民族別構成をみ る と，
ジ ャ ワ 人 45％ ， 中国人30％ ，

マ レ
ー人 9 ％ な ど と な っ て お り，

当時の ジ ャ ワ船の 乗組員 の 総数 は約 8万人 と推定 さ れ て い る （た だ し漁師を兼ね る もの が多 い ）。

VOC 船 ，
ジ ャ ワ船 ， 中国船 ，

い ずれ も乗組員は個人 の 商品を運ん で 交易に 従事 して お り，そ れ故 ，

VOC が 統制 した と い う意味 で の 公貿易 と，　 VOC 職員 や現地人 ・中国人の 私貿易は渾然一
体 とな っ

て 展開 して い た と思 わ れ る 。 ま た 帆船の 85％は船長の 所有で あ るが ， 大規模な交易船 ほどVOC 高官，

中国人首長， ジ ャ ワ 人貴族 な どが 個人 的に 所有 す る もの も少な くな か っ た 。 例え ば ， 当時 の ス マ ラ ン

の 中国人首長 （Tan 　Leko） は ， 10〜15隻の 大型 帆船 を所有 して い た し， 西 マ ド ゥ ラ の 現 地 人首 長

注　（13）　マ タ ラ ム 王国の 政治史 ・思想史 に 関する最新の 研究成果と して は， レ ム メ リ ン ク と リ ッ ク レ フ ス の 著

　　　 作 が 注 目さ れ る 。 W ．　Remmelink ，　The 　Chinese 　war 　and 　cottapse （）f　the　favanese　state ，1　725−1　743，　Leiden：

　　 　 KITLV 　Press，1994；M ．　C．　RLcklefs，　The　seen 　and 　unseen 　wortds 　inノ伽 α，1726−1749　histo，：y，　titerature　and

　　　 Istam　in　the　court 　of 　Pahubu ω ana 　ll，　Sydney ：Allen　and 　Unwin ，1998．い ず れ もマ タ ラ ム 王国が 王侯領

　　　　に 分裂す る直前の ，18世紀前半 の 時代を扱 っ て い る 。 前者は ジ ャ ワ 年代記 （Babad） の 分 析，後者 は宮

　　　 廷の 政治 ・文化 ・思想 の 分析 で 独創的解釈 を提起 して お り刺激的で あ る 。

　　　　　また
， 長期的視点か ら ジ ャ ワ 国家史の 再検討を主張する フ ーベ ン の 問題 提起的 な論文 もあ る 。 V．　J，　H ．

　　　 HQuben ，　
’Trade　and 　state 　formation　in　central 　Java　17th−19th　century

’
，　in　Schutte （ed ．），　State　and

　　　 trade　in　the　lndonesinn　archiPetago ．フ
ーベ ン に よ れば，ジ ャ ワ 史 に 興亡 した 諸国家 は，こ れ ま で 貿易依

　　　 存型の 海洋国家と農業依存型 の 内陸国家 に 二 分さ れ，そ の 継起的発展と捉え られ て きたが， こ の よ うな

　　　 二 分法 は 再検討さ れ る べ き で あ る と言う 。 1600年 〜1870年 の 中部 ジ ャ ワ を事例と し て 見 て も，内陸国家

　　　　（マ タ ラ ム 王国とそ れ を継承 し た 植民地政庁） は 河川交易や幹線道路で の 商取引 （市場税 ・通行税，徴税

　　　　は中国人 の 請負 に 依存）を重要な歳入源 として お り， 内陸国家 で も貿易 ・商業 の 果 た し た 役割は看過 で

　　　　きな い とす る 。 叙述 は かな り ラ フ で あ り今後の精緻化を要す る が，今 日 の 研究水準 か ら し て 内陸 ＝農業

　　　 国家とい う単純な国家像が再検討され るべ きとの 主張は 首肯 で きる 。

一
方，ケ ァ リ は ， ジ ャ ワ 文化 の 中

　　　 心 を か っ て マ タ ラ ム の 王都 が あ っ た中部 ジ ャ ワ に もとめ る通説 に 対 して ，東部 ジ ャ ワ の マ ジ ャ
パ ヒ ト王

　　　 国 か ら ジ ャ ワ 北岸 の 港市国家 （ス ラバ ヤ な ど ） へ ，さ らに 北岸港市か ら マ タ ラ ム 王 国 に 至 る 文化伝 播 の

　　　　ル ー
トに 着目 し，東部 ジ ャ ワ を起源 とする ジ ャ ワ 文化の 連続性 を 主張 して い る

。
P．　Carey ，℃ ore 　and 　pe −

　　　 riphery ，1600−1830： Pasisir　origins 　of　centra ］Javanese
’‘High　 Court”culture

’
，　 in　B．　Dahm （ed ．），

　　　 R ¢ gゴo η sand 　regionat 　developments 　in　the　Matay −lndonesian　 wortd ，　 Wiesbaden ； Otto　 Harrassowitz，

　　 　 1992，

　　（14）　 Knaap ，　Shattow ω aters ．
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（Cakraningrat） は大小様 々 な帆船 を数十隻所有 して い た と言 う。 こ の よ うな現地側有力者 の 貿易投

資は
， 前述の ナ ハ テ ハ

ー
ル が 示 した 「政治的企業家」の イ メ

ー ジ と重な る もの で ある。

　輸出入品 目に 関 して は ， バ タ ヴ ィ ア と北岸主要港市の デ ータ に 基づ い て分析され て い る 。 詳細は 割

愛す るが ， 具体的な貿易項 目をみ る と， VOC が バ タ ヴ ィ ア を拠点と して ，中国 ・イ ン ド ・東南ア ジ

ア と の 国際交易， イ ン ドネ シ ア 海域の 港市を結ぶ 交易網の 多角的交易 ネ ッ ト ワ ーク を形成 して い た こ

とが 確認 され る。 さらに 現地側の 私貿易船との相互補完関係 も重要 で あ っ た 。

　以上 ク ナ
ープ の 研究は ， 社会史的な手法 も援用 しなが ら， 船舶と貿易 の 実 態把握が中心 で あ り， 史

実の 発掘 と い う点で は貴重 な成果で ある こ と は疑い な い 。 しか し，前述 の ナ ハ テ ハ
ー

ル の よ うな歴史

像再構成 へ の 問題関心 は希薄で あ り，18世紀の ジ ャ ワ海の 交易を リー ドの 「交易の 時代」論の 延長線

上 に ど う位置づ ける の か，あ る い は 18世紀オ ラ ン ダ の 初期植民地政策 の 展 開 とど う関連づ け る の か
，

と い っ た歴史認 識へ の 切 り込 み がや や不十分で あ るよ うに 思 われ る 。

3　 義務供出期の 農 村社会研究

　 ほぼ 1680年代 まで に ， イ ン ドネ シ ア 海域で は VOC が 多 くの 港市国家に 対 して 貿易独 占を承認 させ

た 。 オ ラ ン ダが 支配 した輸 出向け熱帯産品の 中で も， そ の 中心 は胡 椒を は じめ とす る香辛料で あ っ た

が ， ヨ ー ロ ッ
パ 市場の 香辛料は ， 早 くも17世紀後半に は価格を低落させ て い る。 過剰供給 に加 え ， そ

の 用途の 1 っ で あ っ た冬期 の 食肉保存が 農業革命に よ っ て 後退 した こ と も要因で あ っ た 。 オ ラ ン ダ に

と っ て ア ジ ア 貿易の 所期の 目的で あ っ た 香辛料貿易の 収益 が減退 す る と，新 た な ヨ
ー

ロ
ッ

パ 市場向け

の ア ジ ア 産品の 獲得が 模索 され た 。 そ の ため に は植民地都市 の 建設が 緊要で あ り， しか もそ の 都市 で

要 す る食糧の 安定的確保 も不可 欠で あ っ た 。

　こ の よ うな事情か ら， 17世紀 後半〜18世紀前半 ，
バ タ ヴ ィ ア を拠点 と した オ ラ ン ダ の 支配政策 は ，

海上交 易よ り も領土支配 に よ る農産物 の 確保 に 重点を移 して い っ た 。 初期は米 な どの 食糧確保，や が

て コ
ー

ヒ
ー

・ 砂糖 （甘蔗糖）な ど の 新た な特産物 の 開発が 進展 した。 そ う した 熱帯産品の 独占的獲得

の 典型 が， ジ ャ ワ の 直轄地域に導入 され た義務供 出制度で あ っ た
。 義 務供出と は， VOC が各地 の 現

地人首長層 と の 取 り決 め に よ っ て ， 特定産品 を特 定価格で 独占的 に 買 い 上げ る と い うもの で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 es ）

　ホ ー
ド リ

ー
の 17世紀〜18世紀 ジ ャ ワ 西部 （ス ン ダ社会）の 研究 は，義務供出 期 の チ ル ボ ン ・プ リ

ア ン ガ ン 地方を対象 として ， 当該期農村社会の 性 格規 定を真正面に据え た研究で あ る 。 要点 は ，以下

の よ う で あ る 。

　17世紀 まで の チ ル ボ ン ・ プ リア ン ガ ン地方の 農村社会 で 1よ 移動畑作が 中心 で あ り，水田の 稲作 は

まだ部分的に しか 見 られ な か っ た
。 直接生産者 は ， 人頭税を負担す る

一
般農民と債務奴隷が 中心 で あ っ

た。 後者 は ， 支配層間の 債務契約で 発生 す る場合が多 く， 開墾労働や 宮廷 ・首長宅で の 雑役に従事 し

た 。 チ ル ボ ン 王家や 7人の ブパ テ ィ が 分割支配 して い た プ リア ン ガ ン で は，直接生産者か ら徴収す る

注　（15）　Hoadley，　Towards ・a ／lludat　mode 　Ofproduction，同書 に つ い て 詳 しく は 、 宮本謙介 「ジ ャ ワ 近 世 に お

　　　 ける 『封建的生産様式』 に つ い て
一M ・C ・ホ ード リーの問題提起に よ せ て

一
」 『歴史 学研究 』第687号

　　　 （1996年 8 月）を参照 さ れ た い
。
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人頭税に その 主な財源を依存 して い た 。
い ずれ も支配領地 の 規模 は支配下住民 （世帯）数 に よ っ て 示

されて お り， したが っ て 租税収入 は 土地所有 とは結び付か ず ， 人 の 支配が基本で あ っ た
。 王家や 首長

の 在地支配で は ， 人頭税の 徴収や労働力の 監督 に，地方 レ ベ ル で は マ ン ト リ （Mantri），郷村 レ ベ ル

で は オ ン ボ ル （Ombo1） と い う行政官を派遣 したが ， 画
一

的な行政機構 は整 備 さ れて お らず村 落行

政 も未発達で あ っ た 。

　こ の よ うな地方に ，初期の 義務供 出制度が導入 され た と き （マ タ ラ ム 王 国は ， 1677年 に プ リア ン ガ

ン 地方を VOC に 割譲，1679年 に は チ ル ボ ン 王国 の 宗主権 も譲渡），オ ラ ン ダは 現地 人 支配 層 を通 じ

て農産物生産 の 組織化 を図 り，さ らに 集荷 と会社 へ の 販売を現地人支配層に義務づ け ， あ くまで 地方

有力者の 権限 の 温存を図 りなが ら ， 特産物を供出させ る政策を採 っ た 。 義務供出が現地社会の 変動に

与 え た影 響をみ る 上で ，と くに 重要な の は 1707年か ら始ま っ た コ
ー ヒ ー栽 培の 導入で ある 。 こ れ は オ

ラ ン ダが 新規 に 持ち込ん だ 作物で あ り， 農村の 労働力編成 を大 き く変え る契機 とな っ た 。 山岳高地 の

多 い こ の 地方 に コ ー ヒ ー栽培を普及さ せ る とき， 棚 田 の 創設 の た め に 直接生 産者 に よ る開墾 と定住化

が 図 られ ，
コ ーヒ ー

畑へ の 労働力 の 集 中が政策化 された 。 さらに ， 食糧需要 の 増大か ら水田開発 も奨

励 した 。 こ うして ， コ ー ヒ
ー
栽培の 拡大に伴 っ て住民の 定住化 が進展 し，生産単位と して の 村落も徐々

に整 備 され， オ ラ ン ダに よ っ て 村落首長 （ル ラ ー 〔Lurah〕） も任命され た
。 ま た ，首 長領 地 間 の 住

民移動を 禁止 す る法令が 繰 り返 し出さ れて い る と言 う。

　定 着農耕の 進展 に 伴い ， 農民層 の 階層構成に も変化が見 られ た。 18世紀 の うちに ，村落社会で は ，

正規 の 共 同体成員 で 土地 を保有 す る農 民 （ブ ミ 〔Bumi 〕） と， そ の 下 で 様々 な 雑業 に 従事 す る隷 属

的農民層 （マ ヌ ン パ ン 〔Manumpang 〕）へ の 階層分化が進ん だ 。
こ の 二 階層 へ の 分化 と と もに ， 土

地所有を 軸とす る支配関係が 徐 々 に 形成さ れ て きた 。 土地保有農民が 義務 供出や 賦役 を負担す る植民

地体制 へ と移行 して い っ た の で あ る。

　 ホ ー ド リ
ーは ，義務供 出期の チ ル ボ ン ・プ リ ア ン ガ ン農村社会 の 変 化を以上の よ うに 捉 え， こ れ を

「封建的生産様式」 の 形成 と特徴 づ けて い る 。 義 務供 出期の オ ラ ン ダ植民地支配 に と っ て 適 合的 な 社

会制 度 と して 「封建制」が 採用 され た とみ る の で ある 。
17世紀 か ら19世紀 ま で の チ ル ボ ン ・プ リア ン

ガ ン 地方の 社 会経済変動 を分析 した意欲的な研究で は あ るが ， 筆者 に は 「封建制」概念 の 適用 に は疑

問が 残る 。 何よ りも ， 生産 の 主要な担い 手で あ る 直接生産者の 分析が 不十分だか らで ある。 ブ ミ と マ

ヌ ン パ ン へ の 分化の プ ロ セ ス ，両者 の 労働 関係， マ ヌ ン パ ン の 労 働内容， 再生産の 基本単位 として の

世帯 構成 の 規模 な どが ， ま だ ほ と ん ど 明 ら か に な っ て い な い 。 当該期の 社会構成に 「封建制」を適用
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 QG）

す る の は，や は り早計 と言わ ざ るを得ない の で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （11）

　次 に ，17世紀 〜 18世紀 ジ ャ ワ 史研究 と して ，

1丿 ッ ク レ フ ス の 研 究成 果 は見逃せ ない 。 リ ッ ク レ フ ス

は ， 18世紀 ジ ャ ワ の 政治史 ・思想史研究 に 関す る多 くの 業績で 知 られ ， 前述の リ
ー

ドと と もに オ
ー

ス

ト ラ リア 歴史学界 の 重鎮で あ る 。 リ ッ ク レ フ ス の
一

連 の 業績の 中か ら， こ こ で は社会経済史的 な視点

か らも興味深 い 論点が 提起 され て い る 1993年 の 著作を取 り上 げよ う。 同書 は，17世紀後半 か ら18世紀

前半 の マ タ ラ ム 王国 と VOC と の 共存 と確執 の 歴史が
， 政治 ・ 軍事 ・ 文化 ・経済の 様々 な角度か ら分

析 さ れ て い る 。

1
丿ッ ク レ フ ス は こ の 時代 を 「戦乱の 50年」 と して ，ア マ ン ク ラ

ー ト 1 世の 強引な 中央
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集権化政策に端を発 した マ タ ラ ム の 戦乱 と VOC に よ る介入 の 政治史 ・軍事史を詳細 に叙述 して い る。

ト ゥ ル ナ ジ ャ ヤ の 反乱， ス ラ パ テ ィ の 乱 ， 第
一

次王位継承戦争，第二 次王位 継承戦争 と続 く戦乱の 時

代 の 分析 であ る 。 主 要な叙述は政治史 ・軍事 史で はあ るが ， 社会経済史の側面 に 関 して も多 くの 新 た

な知見が 得 られ る 。 以下の 諸点 に 注 目して お きた い
。

　 17世紀 前半 ， マ タ ラ ム の 最盛期とみ られ た時代 に は ，領 内各地 に は豊 か な米作地が 存在 し， VOC

の 根拠地 バ タ ヴ ィ ア に も米 を供給 して い た 。 米以 外に も多 くの 貿易品 （棉花，胡椒，木材 ， 繊維，生

姜．砂糖，硫黄 ， 硝石，白亜な ど）が産出 され，国内市場 とともに ， ア ジ ア 人商人 ・ ヨ ー ロ
ッ

パ 人商

人の 外部需要 も満た して い た 。
ジ ャ ワ内陸部で は ， 16世紀 まで は 中国製銅貨が 主 に流通 し て い たが ，

17世紀 も半ばに な る と ス パ イ ン 製の 銀貨 ＝ レ ア ル （rea1）が 商取引の 主要な貨幣 とな り， 同時 に地方

市場 で は地方産 コ イ ン （picis）が錫 ・ 鉛 ・ 銅 で 鋳造 され るよ うに な っ た 。 農村部 の 定期市 の 存 在 が

示すよ うに ，一定の 貨幣経済 と商業的農業の 展開が 確認 で きる。

　マ タラ ム の 軍事力は，少な くと も17世 紀の 初頭 に は火縄銃 ・マ ス ケ ッ ト銃 ・ 大砲 ・ 砲弾を独 自に生

産す る技術 を持 ち，宮廷 の 常備軍 と住民 の 軍 役に よ っ て ，
バ タ ヴ ィ ア の オ ラ ン ダ軍に 劣 らぬ軍事 力を

備えて い た 。
ヨ
ー

ロ ッ
パ か ら伝 わ る軍事技術 ・ 海運技術 の 革新 を ジ ャ ワ 人 は 素早 く取 り入 れ て い た

（こ の 点で は前述 の ナ ハ テ ハ ー
ル と やや評 価が 異な る）。

　オ ラ ン ダは マ タ ラ ム の 内乱 や 王位継承戦争に 介入 し ， そ の 都度領地の 一部 を割譲 さ せ る とと もに ，

内戦 の 平定 と調停 に 要 した支出の 償還 を義務供出と して 約束 させ た 。 1677年か ら1743年 ま で の 6 回 に

わた る条約で ， そ の 度に 義務供出量が 取 り決 め られ た。 1680年代に は西 部 ジ ャ ワ の チ ル ボ ン ・ プ リア

ン ガ ン地方 に 胡椒 ・木材 ・米な どの 義務供出が 課せ られ （1707年 か らは コ ー
ヒ
ー

の 義務供出 も追加），

1705年 に は東北海岸領 （18〜 20の 地 方領主 ブパ テ ィ が分割支配）に も義務供 出の 導入， さ らに 1755年

の ギ ア ン テ ィ 条 約 （マ タ ラ ム 王国は 王侯領 に 分裂） で 王侯領 に も義務供 出制度 が導入 さ れ た 。 義務供

出制度 の 導入 に 際 して は，供 出す る現金 と特産物の 総量は王 と会社 で 取 り決 め たが ，地方 ご との 分担

は各地 の 領主間 の 調整に よ っ て 決定 した
。 王家が各領地の 供出量を決め る ほ ど の 情報 も権力 も持 っ て

注 （16） プ リア ン ガ ン 地方 の 社会経済史 に 関して ，日本で は大橋厚子 氏 に よ る最近 の
一

連 の 研究 が貴重 で あ る 。

　　　 大橋厚子 「植民地期プ リア ン ガ ン に お け る 下級首長制
一1780年代〜1820年代 一

」『ア ジ ア 経済』第 34巻第

　　　　7号 （1993年 7 月）；同 「ジ ャ ワ ・プ リ ア ン ガ ン 地方に お け る コ ーヒ ー輸送 と現地人首長 レ ヘ ン トー18世

　　　 紀初 め 〜19世紀初 め 一
」『東南 ア ジ ア 研究』第 32巻第 1号 （1994年 6 月）；同 「オ ラ ン ダ植民 地支配 と 農

　　　 作業暦
一1820年代 の プ リア ン ガ ン 地方の 場合一

」 『東洋史研究』第 53巻第 3 号 （1994年 12月）；同 「プ リ

　　　 ア ン ガ ン 地方 の 水田 開拓とオ ラ ン ダ植民地権カー1820年代を中心 に
一

」 『東南 ア ジ ア
ー歴 史と 文化

一
』 第

　　　 26号 （1997年）；同 「ジ ャ ワ 島チ ア ン ジ ュール 盆地開拓試論一1820年代 を 中心 に
一
」『ア ジ ア ・ア フ リ カ

　　　 言語文化研究』第55号 （1998年 3月）。 大橋氏 は， コ ーヒーの 義務供出制度が導入さ れ た 17・18世紀西 部

　　　 ジ ャ ワ の プ リ ァ ン ガ ン 地方を対象に植民地権力と地方社会の関係史を 追跡 し，植民地 支配 下 の 現地人支

　　　 配層 の 役割，コ
ーヒ ー輸送 シ ス テ ム の 変容，水 田開発 の 組織主体 と融資関係，な ど の 課題 を

一
次史料 に

　　　 依拠 して 分析 して い る 。 実証 の 精度 も本文 で 紹介 し た ホ
ー

ド リ
ー

の プ リア ン ガ ン 研究 よ りは る か に高 い
。

　　　 ホ ー ド リーの 「封建的生産様式 」 説 に対 し て は ， 事実関係 の 実証的批判 とと もに ， か っ て ブ レ マ ン （J．

　　　 Breman ）が 初期植民地社会論 で 提起 した 「パ ト ロ ン ーク ラ イ ア ン ト関係」説 を 援用 して 批判 して お り，

　　　 こ の 点 で は 筆者 の ホ ード リ
ー

批判 とは ア プ ロ
ー

チ を異 に して い る 。

　　（17）　Ricklefs，　War，　culture 　and 　ecconomy 　in／bva；Ricklefs，7
「
he　seen 　and 　unseen 　worlds 　in／bva．
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い なか っ た
。 各 ブパ テ ィ 領 の 実際の 負担量 は，そ の 所領の 経済的力量 を も示 して お り ， 地方 ご と の 供

出量の 推移か ら地方の 生産能力の 変遷を推 し量 る こ ともで きる。

　こ の よ うな リ ッ ク レ フ ス の 研究に よれば ， 国王 ・ 王族 ・ 宮廷官僚 ・地方領主 ・ VOC ， これ らの 力

関係 （錯綜 した対立 と同盟の関係）が ，
こ の 戦乱の 時代に極めて複雑に推移 して い た こ とが読 み取れ

る。 少な くと も17世紀後半以降の マ タ ラ ム 王国で は ， 中央集権 的な専制国家体 制 は貫 徹 して い な い
。

こ れ らの 研究成果 を み る と ，
ジ ャ ワ王朝史像 の 再構成に向けて前近代国家史の 研究が 着実に前進 しつ

つ あ る と評価で きる。 なお，史料的制約か ら で あろ うが， リ ッ ク レ フ ス の 研究 で は義務供出期の 在地

レ ベ ル ，村落 レ ベ ル の 社会経済 の 実相 に は ほ とん ど触れ られて お らず ， 残され た今後の 課題 も少な く

な い 。

4　 強制栽培期の農村社会

　最後に 19世紀の 強制栽培期 ジ ャ ワ 農村研究で あ るが ， 1980年 代末 まで の 強制栽培制度研究 の 動 向 に

っ い て は，既述の よ うに前掲拙著で やや 詳 し く検討 して い るの で ，本節で は 1990年代に 入 っ て 出版さ

れ た フ ァ ン ・ニ ール とエ ル ソ ン の 二 著を中心 に 紹介す る 。

　1980年代 まで の 強制栽培研究 は， ク リフ ォ
ー

ド・ギア ッ の 「農業の イ ン ボ リ ュ
ーシ ョ ン 」論を巡る

欧米研究者の 白熱 した論争 と密接に結び つ い て ， 19世紀 ジ ャ ワ農村 （と りわ け論争 の 的 とな っ た砂糖

生産地帯）の 土地制度，農 業生産，農村労働力の 階層構成，地租 と賦役労働の 相関 な ど ， 実態把握の

面で 著 しい 研究の 前進をみ た （フ ァ ッ ス
ール ，オ ン ポ ッ カ ム

，
ブ レ マ ン， フ ェ ル ナ ン ド，ナ イ ト， エ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （Is）

ル ソ ン
，

ス ハ イ ク ，
ボ ーム ハ

ー
ル ト な ど の 研究）。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （19）

　1992年 出版 の フ ァ ン ・ニ
ー

ル の 著作 は，過去 30年 にわ た る 自己の 研究成果 を集大成 した もの で ， そ

の 序論で は 「きわ め て 陰鬱で 悲惨な もの として 描か れ て きた 強制栽培制度 に っ い て 再検討す る こ との

必要性 を痛感 した」 と述 べ て い る。 強制栽培制度の評価の 再検 討 を主張す る研究潮流 に 位置づ け られ

よ う。

　以下 で は，著書の 後半の 章に 収 め られ て い る ， 比較的近年 に 発表 され た論文を中心 に 取 り上 げ ， そ

の 問題関心を紹介 して お こ う。 フ ァ ン ・ニ
ール の 近年の 研究 の 特徴は，植民地支配 に 対す る ジ ャ ワ 農

村社会の 主体的な調整方法の 論理 を検出 しよ うとす る とこ ろ に あ る 。 各時代の 社会変動 もジ ャ ワ に固

有の 内在的な対応 の 方法 に よ っ て 説明可能で あ る と して ，そ れ ゆ え強制栽培期 も長期的視野 に た っ て

変化よ り も連続面を重視す る 。 主 な論点を要約 して み よう。

　これまで論争 の 的に な っ て きた土地共有制 に っ い て は ， 強制栽培期以前か らの 連続 性を重 視す る 。

パ ス ル ア ン地方 （東部 ジ ャ ワ ）の 事例分析に よれ ば，農民 は現地人支配 者 の 恣意 や命令に 左右されて

流動性 が強 く，土地の 個人的保有の パ タ
ーン は確立 して い なか っ た 。 土地保有農民は

， 上級権力か ら

注　（18） 宮本謙介 「イ ン ドネ シ ア 経済史研究』，第 1章 ；同 「モ ノ カ ル チ ュ ア へ の 道
一

植民地 ジ ャ ワ
ー
」 歴 史学

　　　 研究会編 「講座世界史 4　資本主義 は人を ど う変え て きた か』東京大学 出版会 1995年，も参照 。

　　（19）　Niel，　Java　under 　the　cultivation 　system ．同書 に つ い て 詳 し くは，宮本謙介書評 「R ・フ ァ ン 。 ニ ール

　　　 著 『強制栽培下 の ジ ャ ワ 』」『ア ジ ア 経済』第 36巻第 4号 （1995年 4月），参照 。
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の 重賦役負担 へ の 対応 と して ， しば しば 土地の 再 分割 （割替） を行 っ て お り，強制栽培へ の 農 民の 対

応 もか っ て の 上級権力 へ の 対応 と同様 に柔軟な もの で 、 土地の 共同保有は 内的な再配分の メ カ ニ ズ ム

が作動 した もの と見 る べ きで あ る 。

　 ジ ャ ワ の 村落形成に っ い て は ， 地租制度の 導入を契機 と して 村落の 地縁的な結合が 強化 され た点 に

注目す る
。 植民地行政機構の 末端 に 位置す る 村長 の 地位が 強化 さ れ，村落単位で 賦課 さ れ る地租の 徴

税 目的 か ら土地保有の 画一
化が 進展 し， 住民の 流 動性は否定 され 定住化が 進展 した 。 19世紀初頭か ら

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （2o｝

徐々 に 始ま っ て い た変化を強制栽培制度が継続させ た と い う こ と に な る 。

　強制栽培 に 要 す る労働 力の 調 達 に っ い て は，オ ラ ン ダは現地人 エ リ
ー ト の 権力 ヒ エ ラ ル キ ーを利 用

した 。
っ ま り， 在来 の 諸賦繰（国家や首長の 収取す る賦役）や 村落で の 栄働奉仕 の チ ャ ン ネ ル を利用

して 労働力 の 調達 を行 っ た 。 また，土地 を保 有す る上層農家 は，土地 を持 て な い 様 々 な隷属 的農民層

に 栽培賦役を肩代わ りさ せ る と い う慣行 も拡大 した 。 労働力調達の 面で も， 農民層の 階層化とと もに ，

1日来の 慣行 と の 連続面が重要で あ る 。

　強制栽培制度 と植民地 行政 と の 関連で は ， 制度 を運用す る た め の 地方 レ ベ ル の 調整 に 注 目す る。 強

制栽培は，決 して 一貫 した原 則に 基 づ い て 実 施 され たわ けで は なか っ た 。 制度が 導入 され た地方で は，

オ ラ ン ダ人行政官 ， 現地人行政官，
ヨ

ーロ
ッ

パ 人企業家 ， 中国人企業家の 間 で 制度運用 の 調整が 行わ

れ ，

一
旦彼 らに 都合の よ い 調整 （そ の 結果と して の 栽培歩合に よ る蓄財 ， 生産量 の 過少報告 ， 私企業

の 設立 な ど）が で きあ が る と， そ れ は中央政庁の 統制の 効か な い もの に な っ て しま っ た 。 したが っ て ，

植民地行政の 各 レ ベ ル で 統治の 基礎 と な る 法律や 規則の 独自の 解釈を生み ，地方 ご と の 行政の 多様性

が見 られた 。 中央政庁 の 政策 変化 も，地 方の 実状 に合わ せ て 可能な範囲 で適用 され る こ とにな る。 植

民地官僚 （また は退職者）が 私企業に 積極的 に参 画 し， こ の 時期 の 資本形成 の 中心的な担 い 手で あ っ

た こ と， した が っ て 資本 形成 は ジ ャ ワ 内部で 進展 した こ となどは，通説 で は しば しば見落 とされて き

た 。

　こ の よ う に ， フ ァ ン ・ニ ール の 立場 は， ジ ャ ワ 村落社 会が 外部 の 力に 対 して 常に 固有 の 調 整能力を

も っ て対応 して きた とす る点 に あ り，変化を認め る と して も，そ の 推進力 を ジ ャ ワ社会 自身 に 求め よ

うとす る 。 植民地支配 に対す る ジ ャ ワ社会の 側の 主体的対応能力を積極的に評価 しよ う とす る問題 関

心 は理解 で きる。 しか し， ジ ャ ワ に 固有 の 調 整の 内実 を捉え る一貫 した論理 は まだ確立 されて い な い

よ うに 思 われ る 。 そ れは ジ ャ ワ 社会 に 不 変 の 論理 なの か ，それ と も歴史 と ともに 変化 する もの な の か，

注　（20） 地租制度導入期 の ジ ャ ワ農村 に っ い て，日本 で は加納啓良氏 の 研究 もある。 加納啓良 「ジ ャ ワ 村落 と

　　　 導入期 『地代』制度一東部 ジ ャ ワ
・マ ラ ン 県に おけ る 展開一」石井米雄他編 『東 南 ア ジ ア世界の 歴史的

　　　 位相』東京大学出版会，1992年 ；加納啓良 「『地代』制度導入期 ジ ャ ワ 農村 の 『耕作者』 像 一
マ ラ ン 県

　　　 『詳細査定簿』 の 分析一」『東洋文化研究所紀要』第 118冊 （1992年 3月）。氏 は，1810年代 の 東部 ジ ャ ワ

　　　 の マ ラ ン 県 の 史料 に 基 づ い て ， ラ ッ フ ル ズ が導入 し た 「地代」（小論 で い う地租）制度 の 理念 と実態 が 乖

　　　 離 した もの で あ っ た こ と，また そ れ が 村落社会 の 制度 化 に イ ン パ ク ト を与えた こ と ， 記録 さ れ た 「耕 作

　　　 者」 だ け で も耕地保有規模 の 点 で 階層化 して い る こ と，などを実証 的 に明 らか に し て い る 。 地租制度 が

　　　 そ の 理念 を離 れて 村落
一

括賦課方式で 導入さ れ た た め に ，村落が植民地行政 の 末端 に 位 置 づ け ら れ ，村

　　　 落支配層 の 権限 が 強化さ れ た こ と は周知の と こ ろ で あ り，マ ラ ン 県 の 史料 もこ れ を 裏付 け て い る よ う で

　 　　 あ る 。
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自己調 整能力の 内実が 筆者に は体系的に読 み とれない 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （2r）

　一
方 ，

エ ル ソ ン の 最新の 研究 は，1980年代 の パ ス ル ア ン （東部 ジ ャ ワ ）研究か ら分析対象を ジ ャ ワ

全域に 広げ，強制栽培制度の 再評価を力説 して きた 自説を補強 して い る。 以下 に， エ ル ソ ン説の特徴

を要約する。

　ジ ャ ワ 村落の 形成に 関 し て は，「自給 自足で 不 変の 伝統 的村落」 と い っ た古典 的村 落論 は根拠 な く

論 外で あ るが，逆 1こ近年の 研究で 主張され て い るよ うな，植民地支配 の 中で デ サ （ジ ャ ワ村落）が っ

くり上 げられて きた とす る 見解 （例 え ば ブ レ マ ン の 研究） も一面 的で あ る 。 19世紀前半の 段階で は，

住民 の 流動性が まだ 高い とは い え ， 村落に
一定 の 自律的機能 が すで に存在 して い た 。 そ れ は ， 村落首

長 の 選 出，村 内の 紛争 処理 ， 土地 保有 の 調整 ， 犯罪 の 処理 な ど の 側面 に 認 め られ る 。

　1830年以前 の 村 落 は，共同体 と して の 機能 と上級権力へ の 行政的従属 の 二 側 面 を合わせ 持 っ て い た

が ， 地租制度 の 導入は村落を規則的な徴税単位 と し，新 た な公 的地位を付け加 え た 。 強制栽培制度 は，

こ の 傾 向に 拍車 をか け，行政の 末端組織 と して 村長の 権力を強化 し，逆 に長老 な ど の 慣習的影響力を

弱体化 させ た 。 村長は ， もばや村民の 代表で は な く，植民地 当局 の 末端 の エ
ージ ェ ン ト と して 位 置づ

け られ る 。

　強制栽培の 導入 に よ っ て 住民農業 も様々 な制約 を受 けたが （耕地交換 ， 早稲栽培 ， 役畜供出，製糖

工 場の 水管理 な ど），強制栽培期 に ジ ャ ワ 全体 と して 米 の 生産量 が 安定的 に 推移 した の は，耕地拡大 ，

農法改善 ， 庭 宅地 ・養魚池を利用 した裏作 など，住民 の 主体的対応が あ っ た か らで あ る。 また ， 強制

栽培制度が農産物輸送 の 規則化を必要 と した こ とか ら ， 道路整備 な どの イ ン フ ラ も進展 した 。 交通網

や農村の 商品市場 の 拡充と と もに ， 商業的農業 と農村商工 業 の 発展 が認 め られ る。

　強制栽培 が ジ ャ ワ農 村を貧困化 した と い う こ れ ま で 繰 り返 され て きた 議論 は ，史実に 基づ か な い
，

イ デ オ ロ ギー
的 ・主観 的貧困化論 で あ り，農民 を常に 受動的犠牲者 とみ な して お り，それで は農民 の

環境適応能力 ， 主 体的対応 を 積極的に 評価で きな い
。

こ の 「貧困 vs 繁栄」問題 に ア プ ロ ーチする際，

住民 の 精神 的 ・文化 的側面 に っ い て 議 論す る こ と は史料的制約か ら困難 で あ るか ら，純粋 に 物質 的側

面 （収入 ・支出s 税負担 ， 食糧 ， 被服 ， 住宅 ・ 財産 な ど） に 限定せ ざ るを得 な い
。 物質的側面 に 限 っ

て 言 え ば，時期的 ・ 地域 的な 例外 は あ る にせ よ ， 総体と して は強制栽培制度 に よ っ て 農民 の 生活水準

は上昇 した と言 い う る。 統 計デ
ー

タ に よれば，栽培報酬 は傾向的に 地租額を上 回 っ て お り，農村 の 貨

幣収入 が全体 と して 増大 して ，生 活必 需品 の 購買力が 上昇 して い る の で あ る 。

　以上 の よ うに ， エ ル ソ ン の 最新 の 研究で も ， 結論部分で は 旧説で あ る 「農村 住民 の 物質的生活水準

の 上昇」 が再 び強調 されて い る 。 すで に 拙著で も批判 した こ とで あ るが， エ ル ソ ン の 言 うよ うに 物質

的生活水準に 限定 した と して も， 依然 と して かか る主張 に は疑問が 残 る 。 栽培報酬 の 増大 ， 貨幣経済

化，生活必需品の 購入増 な ど が ， そ の まま生活水準 の 上昇 を意味 しな い か らで あ る。

一面で 農民 に は

食糧生産 の 制約，賦役労働の 負担増 ， 役畜供出 などの 様 々 な損失部分があ り， こ れ を生活水準の 変化

注　（21）　Elson ，　Vittage　／α va 　under 　the　cuttivation 　system ．同書に っ い て 詳 しくは，宮本謙介書評 「R ・E 。エ

　　　 ル ソ ン 著 『強制栽培制度 下 の ジ ャ ワ 村落 一1830〜1870』」 『ア ジ ァ 経済』第37巻第 12号 （1996年 12月），参

　 　 　 照。
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に ど う算定す る の か が 明確で は ない
。 ま た ， こ の よ うな生活水準 の 判定 と農民の 主体的対応 （環境適

応能力 ， 生活防衛活動）と は別次元の 問題 で あり ， 混同す べ き で は な い だ ろ う。 農民 の 主体性の 発現

は ， 貧困化論 とは区別 して 評価 で きる はずで あ る 。 近年 の 多 くの 強制栽培研究は ， 強制栽培に よ っ て

農村の 階層差が 明瞭 に な っ た こ とを論証 して い る 。 したが っ て 筆者 に は， エ ル ソ ン の よ うに 「農村の

繁栄」 を一般論 と して 言 う の で はな く，階層差 に 伴 う社会的 ・経済的諸関係の 変化 を検 出す る こ との
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛22）

方が ， は るか に 重要 で あ るよ うに思 わ れ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （2a）

　かか る論点 と関連 して 言及 して お きた い の は フ ェ ル ナ ン ドの 論攷 で ある 。 フ ェ ル ナ ン ドは ， 強制栽

培期農村に おけ る非農セ ク タ
ー

の発展に 着目 し，強制栽培 と い う制約 の なか で もジ ャ ワ 住民が 積極的
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c2o
な経済活動で 対応 した と評価す る。 彼に よれば ， 当該期の 農村で は栽培歩合や 食糧増産 で住民の 生活

水準が 高 ま り，商品 ・貨幣 の 流通量が 増大 して 定期市 と市 場 ネ ッ ト ワ ーク が発 展 して い る
。 土地 保有

農民は商業的農業の 担 い 手と して 成長 し， 農村の 手工 業生 産か らは そ れ まで の 農家副業に 代わ る独立

自営の 熟練工 （大工 ・鍛冶な ど）が分出 して い る。

一
方 ， か っ て 土地保有農 に 従属 して家事雑業た従

事 して い た土 地 な し農民 は，小規模 な小売業や 運送業 に 専業化 した り，強制栽培が 需要す る様々 な賃

労働 に 従事 す る よ う に な っ た 。 こ う して ，強制栽培期の 後半に は ，
ジ ャ ワ社会 に お ける経済活動 の 多

様化が 住民 の 積極的対応 に よ っ て生 み 出さ れ た と い う。 フ ェ ル ナ ン ド の 研究 は ， 労働力編成や 就業構

造 の 変化に 着 目して い る点は評価 で きる。 しか し， 「強制栽培に よ る農村の 繁栄」 とい う視点 は ， 既

述の よ うに 疑問 で ある し， 私見 に よれ ば 「賃労働」の 調達 も農村の 人格的依存関係に 依拠 して い た面

が 強く ， 慎重に 検討 しな ければな らな い
。

フ ェ ル ナ ン ド説 も， 強制栽 培が 要 した生 産 ・流通の 変化を

ど こ まで 住民 の 主体的対応 として 評価で き る の か ，い ま だ 論証不 足で あ る よ うに思 わ れ る 。

　 フ ァ ン ・ニ
ー

ル
，

エ ル ソ ン ， フ ェ ル ナ ン ドらの 1990年代の 研究 は， と もに ジ ャ ワ農村社会の 側の 主

体的対応 を積極的 に 評価 しよ うとす る方法態度を 強 く打ち出 して い るが ， 同様 の 観点か ら強制栽培期
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c2s）
の 中 ・東部 ジ ャ ワ の コ ーヒ ー栽培 を分析 した バ ー

ル デ ベ イ ク の 論文 もある 。 同論文 に よ れ ば ， 強制栽

培期の オ ラ ン ダ植民地経営で 最大の 収益 を もた らした コ ー ヒー
栽培は ，   主 に 高地 の 未利用地 に開設

され る大規模な農園栽培，  既存 の 林野 を利用す る栽培 ，   村落の 周辺や庭宅地 を利用す る栽培 ，
の

三 形態に 区分 され る
。 栽培方法の 地域的偏差 も著 し い が ， 植民地政庁 の 強制力が 最 も強 く働い た の は

注 　（22）　 エ ル ソ ン の 「農村 の 繁栄」論 に 対 して は，す で に ナ イ ト （G．R．　Knight） の 批判 も あ り， ナ イ ト説 に

　　　 っ い て は拙著 『イ ン ド ネ ン ア 経済史研究』，第 1章 で 詳 し く検討 して い る 。

　　（23）　Fernando ，
‘Growth 　of　non ・agricultural 　indigenous　economic 　activities

’
．

　　（24）　ジ ャ ワ の 非農経済の 歴史 に っ い て は，1500〜1900年 の 長期的な ス ケ ッ チ を試 み た ポ ーム ハ ール トの 論

　　　 文もあ る 。 P．　Boomgaard 、
‘The 　non ・agricultural 　side 　of　an 　agricultural 　economy 　Java，

　1500−1900’，　in

　　　 P．　Alexander，　P．　Boomgaard 　and 　B．　White （eds ），　ln　the　shadow 　ofcrgn
’
cutture ：　non −farm　activities　in　the

　　　 lavanese　economy ，　past　and 　present．　Amsterdam ：Royal　Tropical　Institute，1991．こ の 論文 で は ， ジ ャ

　　　 ワ の非農経済 が 造船業 ・繊維業 （バ テ ィ ッ ク）・貴金属製造 ・ 雑貨 ・商業な ど の 分野 で 古 くか ら存在 し，

　　　 19世紀 に は そ の 比重 が 増大 した こ と が 断片的史料か ら示さ れ て い る （非農人 口 が 1815年 の 15％か ら1875

　　　 年 に は 27％ ）。 しか し，ボ ーム ハ ール トに よ れ ば，19世紀段階 で も非農部門 は 植民地下 で の 資本蓄積 ・技

　　　 術革新 の 低位性と 労働集約 の 低収入 ・低賃金 ゆ え に ，依然 と して 家内副業や季節 的出稼 ぎ な ど の 家計補

　　　 充的収入源 と して の 性格を強 く残 して い た と い う。 本文 で 紹介 した フ ェ ル ナ ン ドの よ う な，強制 栽 培期

　　　 の 非農部門 の 位置 づ け は意図さ れ て い な い が，結論は む しろ 妥当 で あ る よ う に 思 わ れ る 。
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第 1の 農園栽培で あ り，農民は農園の 開設や 維持管理 ，
コ

ー ヒーの 運搬 ・加工 などに 大量 の 労役提 供

を強 い られ ， 在来農業の 持続に も障害とな っ た。 初期の 段階で は こ の 第 1 の 形態が政庁に と っ て 高 い

収益を上 げた もの の 長続きせ ず ， 1830〜80年の 期間を取る とむ しろ第 2 （主 に パ ス ル ア ン 地 方） と第

3 （主 に ケ ド ゥ 地方）の 形態が コ ーヒ ー生 産の 安定的発展 に 貢献 して い る 。
っ ま り， 農民 に と っ て 栽

培の 自由度が 高 く，食糧生産と の 共存が 可能な栽培方法が ， 長期的 に は コ
ー

ヒ
ー生産 の 発展 に 寄与 し

た と言 う。
コ

ーヒ ーの 強制栽培 も， 農民自身の 利害 に 強 く制約 され た こ とが強調 され て い る 。 こ の よ

うに バ ール デ ベ イ ク 論文で も，澗 題関心 は強制栽培期 の 農村社会の 側 の 対応 に あ る 。 しか し，私 見 に

よ れ ば ， 強制力が 働き難 い栽培形態 ほ ど生産が伸びる の はむ しろ当然で あ り，問題 は地域差だ けで は

な く，前述 の よ うに 農民 の 階層差 に 着 目 した生産 ・ 就業の 変化で は なか ろ うか 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （26）

　最後 に ， フ ァ ン ・ニ
ー

ル と同様 に 19世紀 ジ ャ ワID経済発展の 連続性 を強調す る フ
ーベ ン の 論文 も取

り上 げて お こ う。 同論文 は，強制 栽培期 に お ける私企業 （経営主 は主に ヨ
ー

ロ ッ
パ 人）の 持続的発展

を捉え ， 1870年代以 降の プ ラ ン テ
ー

シ ョ ン 期との 連続性 に 着 目す る 。 フ
ーベ ン に よ れ ば，強制栽培期

の 私営企業 （ジ ャ ワ西部 の 私 領地経 営 ， 北 岸地方の 荒蕪地 を利用 した農園経営 ， 砂糖の 強制栽培 に 組

み込 まれ た請負私営工 場，王 侯領 の 私 企業な ど） は過小評 価 されて お り，統計デ ータを再検討すれ ば

無視 で きな い 比重 を も っ て い る と言 う。 例 え ば ， 強制栽培に 動員 され た ジ ャ ワ住民の 比率 が， 1845年

の 41％ か ら1860年に は28．5％ に 低下 した の に対 し て ，私企業 の そ れ は 1859年で 11．9％ に 達 し て い る こ

と ，
コ

ー
ヒ
ー ・砂糖 ・イ ン デ ィ ゴ生産 の ト

ー
タ ル で は 1860年 に私 企業が 3 分の 1 を占め て い る こ と ，

また 当時私企業は 輸出貿易 に も従事 したが ， 植民地 政庁の 管理 す る強制栽培 の 農産物が専 らオ ラ ン ダ

本国向け で あ っ た の に対 して ， 私企業 の 農産 物は現地 外島 。 欧米 。 ア ジ ア 向 け と多角的 ネ ッ トワ ーク

の 中で流通 して い た こ と，な どが示 されて い る。 植 民地政庁 の 中で もリベ ラ ル 派官僚は私企業経営に

好意的で あ っ た し， 実際に私企業経営 に関与 した行政 官 もい た と言 う。 以上か らフ ーベ ン の 結論で は ，

強制栽培期 に お け る私企業 の 存続 と発 展が次 の 時代 （プ ラ ン テ
ー

シ ョ ン 期）の 輸 出農業 の 拡大 を準備

した こ とに な る。 1850年代以 降 の 強制栽培 の 縮小 とプ ラ ン テ ー
シ ョ ン 経営 へ の 転換を，単に 植民地政

庁の 政策変化 で は な く， 長期的な私企業経営の 発展 の 中で 再評価 しよ う と い う論文 で ある 。 興味深 い

問題提起 で は あるが，デ
ー

タ処理 が か な り荒 削 りで あ る こ とや，私企業経営の 実態が 解明 され て い な

い の で ， の ち の プ ラ ン テ
ー

シ ョ ン経営 と の 異 同が 明 らか で はな い な どの 難 点が あ り，十分 に 説得的 と

は 言 え な い
。

　以上 の よ うに ，強制栽培期に 関 す る研究 で は ， 1990年代 に も数多 くの 注目す べ き研究が発表 さ れて

い る 。 共通す る問題 関心 は，植民地支配 に 対 す る ジ ャ ワ 社会 な い し ジ ャ ワ 農民 の 主 体的対応で あ り，

注 　（25） Baardewijk，‘Rural 　response
’
．バ ール デ ベ イ ク が 編集 した，強制栽培 に 関す る詳細な 統計資料 の 刊行

　　 　 も貴重 で あ る 。 F．　van 　Baardewijk，
　The 　cultivation 　system ，ノava　1834−1880 （Changing 　Economy 　in

　　　 Indonesia，　vol ．14），　Amsterdam：Royal　Tropical　lnstitute，　1993．強制栽培の栽培報酬，地租徴収額 ，

　　 　 栽培世帯数 生産量な ど の推移が理事 州別，生産物 別 に 集計 させ て い て 有益 で あ る 。 また，同書 の バ ー

　　 　 ル デ ベ イ ク の 解説 で は，強制栽培 と地租の相関に着 目し， 強制栽培の ジ ャ ワ 農村 へ の イ ン パ ク トが慎重

　 　 　 に 検 討 さ れ る べ き こ と を 強 調 し て い る 。

　　（26）　 Houben ，
‘Private　estates 　in　Java

’
，
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また前後の 時代 と の 連続性 の 中で 強制栽培期を位置づ け る試み で ある。 しか し，
ジ ャ ワ に 固有 の 調 整

の 論 理，主体的対応 の 論理 と は い っ た い 如何な る もの な の か，そ れ は不変の 論理 な の か，そ れ と も歴

史とともに変化す る もの なの か ， 肝心の そ の 体 系化 は い まだ十分 で は な く，今後
一

層 の 精緻化 を要 す

るよ うに 思 われ る 。

おわ りに

　小論で 取 り上 げた 17〜19世紀 ジ ャ ワ の 社会経済史研究 の 特徴を整理すれ ば，第 1に ， い ずれの 論者

も膨大 な植民地文書 （オ ラ ン ダ ・ハ
ー

グ の
一

般王立文書館， イ ン ド ネ シ ア ・ ジ ャ カ ル タ の 国立文書館

な どの 所蔵史料）を渉猟 した本格的 な実証 研究で あ る こ と，第 2に ， 植民地支配 の 客体 と して の ア ジ

ア で は な く，ア ジ ア の 側の 主体的契機 ＝ 内発的発展の 論理 を 中心 に 据 えた歴史像の 再構成を目指 して

い る こ と，第 3 に ， 植民地社会 に 固有の 社会編成原理 を具体的 に 明 らか に しよ うと して い る こ と ， な

どが 挙げ られ よ う。

　最後 に ， 筆者 の 視点か ら以上 の 研究成果を改め て 要約す る と， お よそ以下 の よ う に な る 。

　植民地都市 バ タ ヴ ィ ア の 多民族性 は ， ア ジ ア 側の 既存の 交易網 と社 会編成に 規定 され て 形成 され，

や が て バ タ ヴ ィ ア人 （オ ラ ン ・ブタ ウ ィ ）の 生成 に至 る固有の 社会変動 を経験 する 。 そ こ に は植民地

都市史を分析す る新 た な パ ラ ダ イ ム の 一端 が示され て い る 。 ア ジ ア 間交易網に参入す る形 で 「ウ エ ス

タ ン ・ イ ン パ ク ト」が 始ま る と， VOC は域内交易 や 港市 国家の 包摂を通 して 多角的貿易関係を取 り

結び ， そ の 拠点 と な っ た ジ ャ ワ で は商業支配 か ら農業支配 へ と徐 々 に 支配の 重心 を シ フ ト して い く。

そ こ で は，現地王朝国家と対峙す る
一

方で ， 現地 の 地方有力者を 取 り込み なが ら熱帯 特産 物を開発す

る の で あ り，や は り現地側の 社会編成 に 規定 され っ っ 支配の 論理 が実 現 して い くの で あ る 。 19世紀段

階の 強制栽培制度 とい え ど も，植民地権力 の
一
方的な強制力が貫徹 した わ けで は な く， 現地側の 実状

に即 し て 制度自体 も柔軟 な対応を迫 られ た 。 その 際に ，
ジ ャ ワ 社会の 側，ある い は ジ ャ ワ 農民 の 主体

的契機をど の よ うな視点で ， どこ まで評価するか は，い まだ方法的に確立 して い るわ けで は な い
。 し

か し ， 諸外国，と りわ け欧米 の 研究者が 自ら 「オ リエ ン タ リズ ム 」 の 克服を 強 く意識 し， ア ジ ア 側の

内発的発 展の 論理 を積極的に 検 出 しよ う とす る方法態 度 を顕著 に して い る こ とは ， 研究 の 新 し い 時代

の 到来 を予感 させ る もの で あ る 。
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